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ナイル川流域における土地利用 と

灌漑農業をめぐる社会的諸関係

一北 ス ーダ ン ・ナ イル県 の一 村落 の事 例報 告一

大 塚 和 夫*

Land Use System and Social Relations in an Irrigated 

       Agricultural Area along the Nile

A Case from a Village of the Northern Sudan

Kazuo OHTSUKA

   This paper aims to describe ethnogaraphically a system of land use 

and some aspects of the social relations found in an irrigated agricultural 

area along the Nile river. Most of the data I present here was taken dur-

ing my field research in 1986-87 and 1989 in a village belonging to the 

Nile Province of the Republic of the Sudan. 

   The land around the village is divided into four categories according 

to the ways of water supply and the forms of land ownership. The first 

category,  jarif, indicates the long strip of the land along the Nile. Since 

this area is regularly flooded and completely covered with the Nile water 
for several months in the rainy season, an owner of the land can cultivate 

it without special irrigation. Next to the  fanif land, fertile fields extend 

widely. That area is called  jazira and has been the main portion of the 

cultivated lands the villagers personally owned. Farmers used to exploit 

it by making use of the water wheel, which had been turned by cattle for 
irrigating from the Nile. Today pumping machines worked by a diesel 

engine take the place of the old apparatus and efficiently supply a large 

quantity of water from the Nile to the  jazira land. 
   The introduction of pumps in the irrigation system, which started in
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the middle of the 1940's in this village, changed drastically the activities 

of agriculturists in this region, because it transformed a vast land beside 

the  jazira into cultivable fields. The area called kari-4, which had been un-

cultivated due to lack of water supply and being owned by the govern-

ment, was turned into a large scale farm under supervision of the village 

leader, then Mr. HA, who registered at a government office to obtain a 
right to use the land as  a  field. He also bought two pumps with the finan-

cial help of the Mandist office in the capital and set them up at an ap-

propriate site of the Nile bank. This project, which has been called the 
HA Pumping Scheme, started to work in 1951 and is nowadays managed 

by HA's son, Mr. AH. 

   Besides the Scheme, some of the well-off families in the village, who 

separately purchased a pumping machine and gained a right to use a por-

tion of the government-owned land, managed to dig a well to supply 

water to the field around it. The field irrigated from the well is called 

 matara. We now find newly cultivated matara fields even in the desert 

area called  khaki, far from the village as well as in some parts of the  karu 
land. 

   Based on this system of land use, farmers make peculiar ar-

rangements to divide the crop among the land owner (in the case of the 

 jazira) or the registrant (in the case of the  kari4), the man providing water 
to the field (that is, the owner of a pump), and the cultivator. In case of 

the  karii belonging to the HA Scheme, Mr. AH, who is a registrant of the 

land as well as an owner of the pumps, divides fifty-fifty on the harvest 

with a cultivator who agrees with Mr. AH about his right to cultivate the 

allotted portion of the  karft land. 
   In the  jazira, where a system of the private land ownership has been 

established for a long time, Mr. AH, who supplies water, and a 

cultivator who owns the field personally share the crop after deducting 

necessary cultivating expenses from it. If the owner of the land cannot 
work his field for some reason, such as a migration to one of the oil-pro-

ducing countries and if he asks a reliable person to cultivate his land, he 

can obtain one-eighth of the crop as a right of the land owner. This por-

tion he would receive is called karij. The cultivator and Mr. AH, a pro-

vider of water, share the rest of the crop. 

   I also discuss variations of arrangements, as a kind of sharecropping 

system; cooperative activities among villagers, called nafir; and a signifi-
cant role of agricultural workers recruited from the outside of the 

village.
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　 1.村 の沿革

　2.今 日の村落機構

　 3.「 親族」集団
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　 3.ポ ンプ設置 をめ ぐる協 力 と対立
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　 5.農 業組合

　 6.村 外か らの農業労働者

V.総 括 と今後の課題

1.は じ め にこ

　筆者は,1986年 度から89年度にかけて,文 部省の科学研究補助金を受けて,北 部スー

ダンの農村における社会組織ならびに伝統的知識体系などの調査をする機会に恵まれ

た。小稿は,そ の現地調査にもとづき,同 国ナイル県のアラブ人ムス リム(ア ラビア

語を日常語 とするイスラーム教徒)村 落に見 られる灌漑 システム,そ れ と密接に関連

した土地利用の諸形態,さ らに農作業の実態 とその過程で展開される村内および村外

にまたがる社会的諸関係のあ り方の実態報告である1)0

　最初に調査地の位置と調査の状況について簡単にふれておきたい。

　スーダンの首都ハル トゥームで合流する白ナイルと青ナイルは,地 中海に向かって

1)現 地調査は,昭 和61年 度,63年 度 お よび64年 度 の文部 省科学研 究補助金(海 外学 術調査)

　を受けた プ ロジ ェク トに よって可能 になった ものである。61年 度 のテ ーマは 「乾燥 アフ リカ

　におけ る農 ・牧 社会の比較研究 　　北東 アフ リカを中心に」,63年 度,64年 度 のそれ は 「北

　東 アフ リカにおけ る生業 システムの比較研究　　民俗 テデルの構築 とその適 用の可能性」 で

　あ り,と もに本館の福井勝義助教授を研究代表者 とす るものであ る。61,64の 両年度 は小稿

　で論 じるナイ ル県,63年 度は北東部 の カ ッサ ラ県で現地調 査を行 な った。 スー ダンでは,
Khartoum　 UniversityのInstitute　of　African　and　Asian　Studiesの 客員研究者 として調査活動 を

行な った。同研究所 のDr.　Sayyid　Hurreiz(当 時所長)な らびにDr.　Abdallahi　Ibrahimの 両

教授には,調 査実施の上で さまざま有益な助言 をいただいた。61,64年 度 の調査地近 くの ダ

　マル市では,Mr.　 Salah　al-Din　Hammadに お世話にな った。 さらに,こ こではマ フムー ダブ

　とい う仮名で登場す る調査地 では,Shaikh　 cAwad,　Mas°ud,　Khalid,　Ibrahim,　cAbd　al-Majid,
Al-Sayyid,そ の他の多 くの人 々か ら暖か いもてな しと協力をいただいた。 また,調 査 グルー

　プ,特 に スー ダン班の福井助教授,堀 信行助教授(広 島大 学),小 川 了助教授(民 博)か ら

　も,現 地な らびに帰国後の さまざ まな機会 にご助力,ご 助言 とお気遣 いをいただ いた。また,

　同時期にス ーダンで調査を していた栗 田禎子氏(現 都立大)か らも,有 益 な情報 をいただ い

　た。

　　さらに,本 稿作 成の過程 では,本 誌編集委員会の友枝啓泰教授,片 倉 もとこ教授,そ して

　福井勝義助教授か ら,貴 重 なご批判 ・ご教示を うけた。

　　特に記 して,こ れ らの方 々に謝意を表す るものであ る。
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北 上 す る。 同川 に 沿 い つ つ 北 へ 向 か う と,首 都 か ら300キ ロほ ど離 れ た地 点 に ス ー ダ

ン鉄 道 の拠 点 ア トバ ラ(CAtbara)市(人 口約9万,1986年 推 定)が あ る。 こ こを 分

岐 点 と して,鉄 道 は北 上 して エ ジ プ ト国 境 に 向 か う路 線 と,東 に 向か い紅 海 に達 す る

路 線 とに 分 か れ る。 同市 か ら逆 に首 都 に 向 か い 南 下 し10キ ロほ どの とこ ろ に17～19世

紀 に か け て最 盛 期 を 迎 え た ス ー フ ィ ー教 団 マ ジ ュ ズ ー ビー ヤ(Majdhubiya)の 町,

アル=ダ ー マ ル(Al-Damar)市(人 口約3万,86年 推 定 。 以 下 ダ マ ル と略 記)が あ

る。 調 査 地 マ フ ム ー ダ ブ(Mahmudab,仮 名)は,ダ マ ルか ら ナ イ ル に 沿 って さ ら

V'南 下 し,7キ ロほ ど進 ん だ ナ イ ル 東 岸 に位 置 して い る(図1-1,1-2の 地 図参 照)。

　 1989年 現在,ダ マ ル市 に あ る ダマル 郡 役 所(majlis　 rif　al-Damar)に 登 録 され て い

る同 村 の人 口は,2365人 で あ る2)。ナ イ ル か らの 灌 漑 農 耕 に依 存 す る と ころ の 多 い 村

落 で あ るが,農 業 以外 の職 業 に就 い て い る村 人 もか な りお り,ま た 「本 職 」 のか た わ

ら畑 を 耕 作 す るパ ー トタ イ ム農 民 も多 い。 農 業 以 外 の 仕事 と して は,近 くの ダ マル 市

図1-1　 北部 スーダン地図
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図1-2　 ダマル市周辺地図

に あ る役 所 ・企 業 な どで の 雇 用,小 型 トラ ックや タ ク シ ーの運 転,北 隣 りのH村 に

あ る農業 試 験 所 勤務 な どが あ る。

　 す な わ ち,マ フ ム ー ダ ブは 「孤立 した 閉鎖 的 な農 村 共 同体 」 では ない 。 後 で 述 べ る ・

よ うに,こ の村 の 農 業 活動 は,ダ マ ル市 の市 場 は も と よ り,ス ー ダ ン全 体 の 政 治 ・経

済 状 況 と密接 に か か わ って い る。 日常 生 活 に お い て も,ダ マル 市 とは 密 接 な コ ミュ ニ

ケ ー シ ョンが 保 た れ て お り,小 型 の ピ ックア ッ プや 大 型 トラ ッ ク改 造 バ スな どを 利 用

2)　 これは89年11月28日 に郡役所 の係官 か ら聞いた数 字であ る。 しか し,私 は86年12月1日 に

　 ハル トゥームの人 口調査 セ ンター(Maktab　 to°dad　al-sukkan)で,83年2月 に実施 された国

　勢調査 の中間集計 と して,上 マ フムーダブは433名,下 マフムー ダブは398名,合 計831名 が

　両 マフムー ダブの住 民の総 数であ ると教え られた。2つ の調査には6年 半ほ どの開 きが ある

　 とは いえ,こ れ らの数字 の差(約3倍 弱)は 常識的な人 口増加の範囲を越 えて いると思われ

　 る。調査 の誤差 もあると思 えるが,そ の他何 らかの数字の操作が含 まれている可能性 もある。

　89年 の数字 は,砂 糖,食 用油 などの生活必需品の配給制度に も絡ん でお り,そ のため出稼 ぎ

　や勉学 な どで一 時的に村 を離れてい る者 もそのなかに含 まれてい る可能性があ る。 したが っ

　 て,ひ とつの屋敷地(後 述)あ た り10名ほ どが住 んで いると考 え,お およそ千数百 ほどが実

　 際に村 に暮 らしている人 の数ではないか と私は推定 してい る。ただ し,戸 別訪問を行 ない,

　 正確 な人 口調 査を実施 したわけではない。なお,89年 末に おいて も,83年 の国勢調査 の最終

　報告 書は公 的な形 では刊行 され ていなか った。
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して,頻 繁に行き来がある。特に同市で週市が開かれる土曜 日の午前中などは,少 な

くとも男性は,村 よりも市で出会 う確率が高いといxる ほどである。さらに,男 ・女

別の中学や高校も同市にあ り,寄 宿舎に入っている者 も多いが,女 子中学生などは毎

日村から通学 している。さらに,最 大の娯楽であるサッカー見物のため,同 市にある

スタジアムに出かける村人も多い。

　次に,調 査の実施された状況を記しておく。筆者が同村に滞在 したのは,1986年10

月から87年1月 にかけて,お よび1989年10月 から12月にかけての時期である。途中ハ

ル トゥームとの連絡などで留守に した期間を除 くと合計3か 月半ほどである3)。同村

の有力者AH氏4)の 屋敷地(nimra)内 のゲス トルーム(mudifa)に 寝泊 りし,調 査

を実施 した。使用言語は,ア ラビア語スーダン方言である。

　小稿は実態調査報告であ り,他 地域との比較ならびに理論的考察は最小限にとどめ

てある。その構成は次のようになっている。最初に,調 査村マフムーダブの沿革なら

びに村落機構の概要を説明する。その際,小 稿がこれから数編の刊行が予定 されてい

る筆者のマフムーダブ調査報告の最初のものであるところから,小 稿のテーマ(灌 漑

農耕とそれをめぐる社会的諸関係)そ のものとは直接関連 しな くとも,こ の村の概要

と村民生活の重要な諸側面とを少 し詳 しく紹介する(皿 章)。 つづいて,小 稿のテー

マと直接関係するナイル川および掘 り抜き井戸を水源とする灌漑のシステムを,同 村

の土地利用の諸形態と絡みあわせて説明する。そ して,農 作業の実際のあ り方,お よ

び主要農作物についてもふれておきたい(皿 章)。 その次に,そ のような灌漑 システ

ムと土地利用のあ り方とに規定されて成立する村人の間の社会関係のい くつかの側面

を論 じる。すなわち,畑 からの収穫物の分配に関する取 り決め,灌 漑ポンプ設置をめ

ぐる問題,村 内での無償の共同作業,農 民組合のあ り方などに具体的に言及する。ま

た,同 村の農作業における,村 外からの農業労働者の役割にもふれておきたい(]V章)。

最後に小稿を総括 し,今 後の調査 ・研究の課題 と展望 とを述べる(V章)。

3)記 述 の便宜上,以 下では最初の調査を 「86年調査」,2番 目のそれを 「89年調査」 と呼ぶ。

4)小 稿 では,村 人 の名前 はイニ シャルで記 してい く。 なお,ア ラブ地域で一般にいえ るよ う

　に,ス ーダンで も原則的 に人名は,「 本人 の名+父 の名前+父 の父の名前」 とい うや り方で

　登録 され ている。 したが って,こ こでの多 くの人名は2つ の大文 字のアル ファベ ットで記 さ

　れ るが,原 則的 には 「本 人の名前+父 の名前 」のイ ニシャル と考 えていただ きたい。なお,

　2つ の単語 が結び付いてで きた名前,た とえぽ アブー ・バ クルな どは,Abと した場合 もあ

　 る。 この村 での 日常生 活では,本 名の他に,親 族名称や仇名 もよ く使われてい る。 また,ア

　 ラブ社会一般 の名づけ のや り方 の概要については,D.ア イ ケルマ ンの著作 【1988:163-168】

　 などを参照 のこ と。
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皿.マ フム ー ダ ブの概 要

1.村 の沿革

　 今 日,マ フム ー ダブ と呼 ぼ れ て い る村 は,地 理 的 に は2か 所 に分 か れ て い る。 ナ イ

ル 川 の 近 くに あ る下 マ フ ム ー一ダ ブ(Mahmudab　 tibt)も し くは 西 マ フ ム ー ダ ブ

(Mahmudab　 gharb)と,そ こか ら1キ ロほ ど東 方,す な わ ち ナ イ ル とは逆 の方 向 に

あ る上 マ フム ー ダ ブ(Mahmudab　 fuq)も し くは 東 マ フ ム ー ダ ブ(Mahmudab　 sharq)

とで あ る。

　 こ の 両 者 の うち で は 下 マ フ ム ー ダ ブ の 方 が 古 い 。 か つ て こ の 村 は,サ イ ヤ ー ラ

(Saiyaia)と 呼 ば れ,現 在 の下 マ フム ー ダ ブ の位 置 に あ った 。 あ る老 人 の話 しでは,

か つ て の イ ギ リス=エ ジ プ ト共 同 統 治 時 代(1899-1955),こ の村 に 大 きな ア カ シア

(acacia　tortilis)の 木(ア ラ ビ ア語 で サ イ ヤ ー ラ と呼ぶ)が あ った 。 そ して,あ る時

に イ ギ リスの 行 政 官 が この 木 の陰 で休 息 を と り,そ れ か らこ の地 が サ イ ヤ ー ラ村 と呼

ぽれ る よ うに な った の だ とい う。 実 際,私 の手 元 に あ る1937年 測 量 の地 図 に は この 名

称 が 記 され て お り,少 な く と も当時 は マ フム ー ダブ よ りこの 名 前 が 一 般 的 で あ った こ

とを示 して い る。 と ころ が,1946年 に この地 を襲 った ナ イル の 大 洪 水(ナ イ ル の 水位

の季 節 的 変動 に つ い て は,皿 一1参 照)に よ り,マ フ ム ー ダ ブは大 きな被 害 を 蒙 った 。

そ こで 一 部 の村 人 が,当 時 の村 か ら1キ ロほ ど東,す なわ ち川 か ら離 れ た 土 地 に 家屋

を 新 築 し,そ こに家 族 と も ど も移 り住 む よ うに な った 。 この 新 村 を 上 マ フム ー ダブ と

呼 ぶ の で あ る。

　 そ の後,旧 村 か ら新 村 へ の村 民 の 移 動 は 恒 常 的 に 増 え 続 け,今 日で もそ の傾 向は 継

続 して い る。 私 の2回 の調 査 の結 果 を 比 較 して も,そ の こ とは 容 易 に 指 摘 で き る。

1989年 の第2回 目の調 査 時 に お い て,上 マ フ ム ー ダ ブに は86年 の 時 点 で は見 当た らな

か った新 規 の屋 敷 地 に建 物 が 建 ち人 が 住 み だ して い た り,家 屋 の建 設 途 中 で あ った り

した。 そ の35戸 の 新 築 屋 敷 地 の うち7戸 が 下 マ フ ム ー ダブ か らの移 転 者 の もの で あ っ

た。 さ らに,89年 に 下 マ フ ム ー ダ ブに 住 むSAか ら聞 い た と ころ で は,そ の時 点 で 下

マ フム ー ダ ブに 常 住 して い るの は 彼 の 家 族 も含 め て ,10家 族 ぐら い しか な い とい うこ

とで あ った 。 そ して,彼 の 場 合 も数 か 月 以 内 に,家 族 全 員 が上 の屋 敷 地 に引 っ越 す 予

定 で あ る とい い,他 に 数 家 族 が 同様 の計 画 を持 って い る と述 べ た 。 こ の よ うな 傾 向 が

続 け ぽ,86年 時 点 の シ ャイ フ(村 人 か ら 「オ ム ダ=村 長 」 とい わ れ る こ と も あ る)
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ASが 予想 していたように,近 い将来,居 住地としての下マフムーダブは消滅す るか

もしれない。そ して,敷 地の一部が農地などに転用され,村 人はすべて上マフムーダ

ブで暮らすことになるかもしれない。そうなれば,今 日のような上/下 もしくは東/

西 というマフムーダブの2つ の集落の区分は,失 われてしまうであろ う。

2.今 日の村落機構

　 次0'今 日の村 落 機 構 を 簡 単 に 紹 介す る が,そ の際,上 マ フ ム ー ダ ブの もの を 中 心 に

進 め てい く。 そ の 理 由は,(1)私 が上 マ フム ー ダ ブ に住 み 込 み,そ ち らの ほ うの調 査

に専 念 した とい うこ と,(2)先 に述 べ た よ うに,現 在 では 下 マ フ ム ー ダ ブか ら上 マ フ

ム ー ダ ブへ の移 動 が 強 ま って お り,実 質的 に下 マ フム ー ダ ブは 独 立 した 村 落 と して の

機 能 を 維 持 して い な い こ と,(3)さ ら に,今 日の 村 落 機 構 は,こ れ か ら述 べ る よ うに,

上 マ フ ム ー ダ ブが 中 心 的 な 役 割 を果 た して お り,そ こ に下 マ フ ム ー ダ ブに 居 住 して い

る者 も包 摂 され て い る形 態 を と って い る こ と,な どか ら であ る。

　 (a)屋 敷 地

　 最 初 に,上 マ フ ム ー ダ ブの 主 要 建造 物 お よび村 人 の屋 敷 地 の全 体 的 配 置 図 を載 せ て

お く(図2)。 これ は正 確 な 測量 に も とつ い て作 成 され た もの で は な い の で,あ くま

で概 略 図 で あ る。 しか し,そ れ で も この村 の空 間構 成 の あ る特 徴,す なわ ち計 画 され

た 幾 何 学 的 な建 造 物 の 配 置 を 読 み 取 る こ とが可 能 で あ ろ う5)0

　 こ こで 「屋 敷 地 」 と呼 ん で い るの は,彼 らが ニ ム ラ(nimra,　 pl.nimar)と 呼 ん で い

る もので あ り,お お よそ50メ ー トル 四 方 の土 壁 で 囲 まれ た1区 画 の こ と であ る。 上 マ

フ ム ー ダ ブが 現 在 位 置 して い る土 地 は,本 来 的 に は 国 有 地 で あ る(皿 一3-cの カル ー

地 を め ぐ る議 論 を 参 照)。 した が っ て,新 た な ニ ム ラを 建 造 し よ う とす る者 は,そ の

計 画 を マ フム ー ダ ブ村 会(後 述)に 申請 し,そ こを通 して ダ マ ル市 に あ る ダ マル 郡 役

所 の許 可 を 受 け な け れ ぽ な らな い 。そ こか ら許 可 を得 た 後 に,25ス ー ダ ン ・ポ ン ド(以

下,ポ ン ドと略 記)6)の 登 録 料(rusum)を 払 い,そ れ か ら区 画 の 周 囲 に土 壁 を 築 い

5)家 屋が幾何学的 に配置 され ている上 マ フムー ダブ と比較 して,下 マ フムーダブの家屋は密

　集 してお り,道 路 も狭 く曲が りくね っている。 これ は,あ たか も中東 都市論 の大 きなテ ーマ

　 であ る 厂都市計画 で整備 され た新市街 も しくは植民都市」 と 厂迷 路の ような メデ ィナ=旧 市

　街」 との対比 を思わせ る ものであ る。 これ は,マ フ ムー ダブ村 民の空 間概 念の変化 とも対応

　 している とも思える興 味深い問題 であ り,別 稿 で論 じたい。 なお,村 人たち も上 マフムーダ

　 ブでは屋敷地 の配置 が見事に整備 され ている ことを充 分に意識 してい る。あ るイ ンフォーマ

　 ン トに よれぽ,上 マフムーダブは 「図面al-rasm」 とい う別名を もつ とい う。

6)　 スー ダン ・ポ ン ド(jini　sudani)の 対 米 ドル換算率は,86年 には1＄=4.03ポ ン ド,変 動

　相場制 に移 った89年 にはおお よそ1＄=12.2ポ ン ドであった。
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図2　 上マ フムーダブ家敷地 の配置概略図

た り,家 屋を建てた りし始める。

　 そのような手続 きを経て住居 として成立 した屋敷地では,家 族 ・親族 ・姻族関係な

どにある人hが 共同で居住 し,生 活することが多い。 もちろん,そ のような関係のな

い複数の家族がひとつの屋敷地を共有することも可能である。ただ し,ひ とつの家屋

に共住 している者同士が,必 ず しも共通の家計をもつ とは限らない。さらに,私 が住

んでいたAHの 所有する屋敷地のように,他 の地域から来た独身の使用人 ,労 働者

などが同居する場合もある。その場合,彼 らも一部屋が与えられ,表 面的には露骨な

生活上の不利益や待遇差別を受けた りしない。

　屋敷地の内部にはいくつかの家屋があ り,そ れ らは,そ こに住む人々が共同で利用

している家屋 ・部屋 ・小屋 と,個 々の人 々に一応所属 している家屋もしくは部屋 とに

分けられる。前者の例としては,台 所,ゲ ス ト・ルーム,倉 庫部屋,さ らに家畜や家
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禽の飼育小屋などがある。さらに,上 マフムーダブには電気が供給されてはいないが,

それでも一部の屋敷地には自家発電設備があ り,そ のためのモーター小屋などもこの

グループに入るであろう。一方,後 者に関 してであるが,原 則的に各家屋 ・部屋は,

屋敷地の所有者(正 式には 「登録者」)が 個人として所有 している。 しかし,一 緒に

住む兄弟やイ トコなどが,自 分の責任で敷地内に家屋を建てた場合,そ れは当然建造

者の所有物になる。さらに,同 居するキ ョウダイ,子 供,イ トコ,そ の他に,所 有権

こそないまでも,「 自室」と呼べるものをもっている。つまり,そ の部屋で主に くつ

ろぎ,ご く親 しい客を迎x,睡 眠をとる場である。 とはいっても,ア ラブ人の特徴の

ひとつ とされるホスピタリティーの慣行はここでも強く,頻 繁に客が立ち寄 り,夜 も

更けると余ったベ ッドに泊まり込むことなども稀ではない。つま り,こ こで 「自室」

と記述 したからといって,そ れを今日の欧米や日本社会におけるそれと同 じようなも

の と見なすべきではな く,彼 らの社会には近代的な 「プライヴァシィー」ならびにそ

の尊重とい う概念はきわめて乏しい。

　 また,屋 敷地内部は,男 性の領域 と女性の領域 とにかな り厳格に区別 されている。

すなわち,男 性がお客を受け入れる場所 と,女 性が家事をする場所 とが,明 確に分か

れているのである。男性の訪問者はゲス ト・ルームで接待され,そ れよりも内部には

決 して入 り込まない。そして,調 理や洗濯 といった家事は,女 性たちが寝起 きする家

屋 またはその近 くの場所でのみ行なわれる。男性の訪問者がいるときに,彼 女たちが

ゲス ト・ルームに立ち入ることは禁 じられてお り,料 理を調理場から運んだ りするの

は,そ の屋敷地に暮 らす少年や青年たちの仕事となる。なお,女 性の訪問者は女性た

ちが暮 らしている家屋 ・部屋で歓待される。

　 とはいっても,こ の原則は,あ くまで 「外部」からの正式な訪問者にたいして適用

されるものである。その屋敷地に住んでいる者はもとより,近 くに住む男性の親族 ・

姻族などには,こ の原則が当てはまらない。彼らはまったく気楽に女性の空間を訪ね

ることができる。また,女 性の側も,よ そ者がいないときにはJ男 性用のゲス ト・ルー

ムで家族や親族の男性と話 した りしても咎められない。それは,長 期滞在 して 「親族」

に近い存在 となったよそ者,す なわち血縁関係のない使用人や労働者,さ らには人類

学者の場合でも同様である。ちなみに,私 がAHの 屋敷地の女性の空間に入ってい

けるようになったのは,住 み込み始めてから1か 月半ほどしてからであった。このよ

うに,ア ラブ社会に特徴的とされる,い わゆる男女の隔離現象は,そ の個別的な空間

に居住する特定の人hに たいして,そ こを訪れる特定の人々が どのような社会的関係

にあるのかによって,大 きく左右されるのである。つまり,ル ールはあっても,そ れ
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図3-1　 HA屋 敷地の概略図

が適用されるか否か,ま た適用され

る場合でもその程度は,個 々の社会

的脈絡によって大きく異なるのであ

る。

　屋敷地の内部区分を示すひとつの

例として,筆 者の暮 らしたAHの

屋敷地の概略図,な らびに1986年 時

点で,原 則的に誰がどの部屋で眠る

ことになっているかを,男 性の場合

のみであるが,紹 介してお く(図3

-1 ,　3-2)0

図3-2　 HA屋 敷地の各部屋 で寝起 き している男

　　　 性 の系譜関係
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　なお,男 女隔離のルールは,農 業労働の場面にも適用されている。マフムーダブに

おいて農耕はもっぱら男性の仕事である。女性が畑に立ち入るのは,燃 料となるヘン

ナ(後 述)の 枯れ枝などを取 りに行 くときくらいである。彼女たちは農作業そのもの

にこは従事せず,主 として炊事や清掃,洗 濯などの屋敷地内での家事にかかわる7)。

　 (b)政 治 機 構

　 行 政 的 に は,マ フ ムー ダブ は,ス ー ダ ン共 和 国 の北 部 地 域(iglim　 al-shimal),ナ イ

ル 県(mudiriya　 al-nn),中 部 地 区 局(majlis　 mantiga　 al-wasati}の ダマ ル郡 役 所(ma-

jlis　rlf　al-Damar)に 属 す る一 村 落 で あ る。 か つ て,上 下2つ の マ フ ム ー ダ ブは単 一 の

村 会(majlis　 a1-qarya)を 構 成 して いた が,1989年10月 か らは 南 と北 の2つ の村 会 に

分 か れ た 。 そ の 境 界線 に つ い て は 図2を 参 照 して いた だ きた い。 行政 上 二 分 され た と

は い え,社 会 的 ・地理 的 な意 味 に お い て,マ フ ム ー ダ ブの 一体 性 に は,そ れ ほ どの大

きな 変 化 が現 わ れ た よ うに思 え な い。 な お,下 マ フ ム ー ダ ブの住 民 は南 村 会 に所 属 し

て い る。

　 今 日,村 会 の代 議 員 は30才 代 の者 た ちを 中 心 に,南 と北 で それ ぞれ14名 ず つ 選 出 さ

れ て い る。 選 抜 方 法 は選 挙 では な く,南 北 そ れ ぞ れ の会Y'属 す る村 人 た ちが そ れ ぞ れ

適 当 な集 会 場 に集 ま り,代 議 員 に ふ さわ しい と思 え る者 た ち を推 薦 して,決 定 す る と

い う形 式 を とる。 この代 議 員 選 出 会 議 に は,お お よそ18才 以 上 の青 年 男 性 であ れ ば 誰

で も出席 で き,ひ とつ の屋 敷 地 や 家 族 か ら何 名 出 て も よい こ とに な って い る。 一 方,

選 出 され る代 議 員 の なか に は,20代 くらい の若 者 の代 表 者 が そ れ ぞれ の村 会 で2名 含

まれ る こ とに な っ て い る。 また,南 村 会 に は,下 マ フ ムー ダブ住 民 の代 表 が2名 選 ぼ

れ て い る。 さ ら に,形 式 上 は,こ れ らの 男性 代議 員 の他 に,女 性 の代 議 員 が2名 ず つ

参 加 す る こ とに な っ てい るが,89年 の 時 点 で は,実 質 的 に女 性 の代 表 は 選 出 され て い

な か った 。 また,明 確 に 規 定 され て い な い が,代 議 員 は後 にふ れ る 「親 族 」 集 団 ご と

に選 出 され る傾 向が あ る。

　 選 出 され た 代 議 員 は 月 に一 度,南 北 の村 会 ご とに集 ま り,村 落 生 活 に か か わ る諸 事

を 話 し合 う。 さ らに 日常 活動 と して,砂 糖,食 用 油,茶 な どの 生 活 物 資 の 公 定価 格 に

よ る配 給 の管 理 を 行 な った り,南 北 別 個 に 開 催 され る婦 人 の た め の 「カ ル チ ャー教 室 」

【cf.大塚 　 1991a】 の運 営 を した りす る。 村 に あ る モ ス ク,男 女 そ れ ぞ れ の 小学 校,保

7)マ フムーダブの隣 りのH村 の農業試験所 の実験 農場では,マ フムーダブの村民 も含 む女

　性が畑 で働 いて いる。 また,村 人 との会話 のなか で,彼 らが スーダ ン中西部 の コル ドファン

　地方に旅行に行 った ときに,女 性が店を 出 した り,農 作業を しているのをみ て驚 き,彼 らの

　慣習が 自分たちのそれ とは異 なる とい うこ とを改めて知 った とい う話題がでた こともある。
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育 園(ruda),ク ラ ブ ・ハ ウス(nadi)の 維 持 ・管 理,村 で 行 な って い る飲 料 水 供 給 体制

の整 備,先 にふ れ た 屋 敷 地 新 築 の 申請 書 類 の受 理 な ど,マ フム ー ダブ全 体 に か か わ る

事 項 は,南 北 双 方 の 代 議 員 た ち が ク ラブ ・ハ ウス で合 同会 議 を 開 き,審 議 ・決 定 す る。

　 こ の よ うに 村 会 は,実 質 的 に は,村 の諸 雑 事 の執 行 機 関 であ る。 そ れ に た い して,

土 地 争 い,盗 難,喧 嘩 な どの事 件 が 村 で生 じた とき に,そ の 調 停 を 行 な う中 心人 物 と

して,シ ャイ フが い る。 これ は,イ ギ リス=エ ジ プ トの 共 同 統 治 時 代 に 成 立 した役 職

であ るが,1956年 の独 立 の後 も,村 内の 秩 序 維 持 の レベ ル で 機 能 を もつ もの で あ る と

され て い る。 現 在 の シ ャイ フAS8)の 談 に よれ ば,こ の よ うな 村 人 同 士 の 深刻 な紛 争

とな りかね な い事 件 が 起 きた とぎに は,外 部 の 警 察 権 力 な どに 届 け 出 る まえ に,内 部

で の解 決 を計 ろ う とす る傾 向が あ る。 そ こで,彼 の 他 に 村 の長 老6～7人 か ら構 成 さ

れ た村 民 会 議(majlis　 ahali)が 設 置 され,問 題 の解 決 に あ た る とい う。

　 さ らに,マ フム ー ダ ブに お い て は,村 会 や シ ャイ フ以上 に,実 質 的 な政 治的 実 力 を

もつ人 物 が い る。 そ れ は,今 日の ス ー ダ ン政 治 に お け る指 導 的政 党 の ひ とつ,ウ ンマ

党(hizb　 al-umma)の ダ マ ル地 区 に お け る有 力 指 導 者 の ひ と りで あ るAH　 　 私 の 住

ん で いた 屋 敷 地 の主 人 　 　 で あ る。

　 そ もそ も,マ フ ム ー ダ ブ村 民 の 多 くは,19世 紀 末 の ス ー ダ ン史 を飾 る イ ス ラ ー ム救

世 主(マ フ デ ィー)運 動 す な わ ち マ フデ ィズ ム の支 援 者(ア ンサ ー リーansari,と 呼

ぽ れ る)で あ り,マ フデ ィス トを主 な支 持 母 体 と して1945年 に 結 成 され た 政 党,ウ ン

マ党 の熱 烈 な支 持 者 で あ る9)0そ して,今 世 紀 の 中葉 に,ハ ル トゥー ム に あ る マ フデ

ィス ト事務 所 との 強 い パ イ プを通 して,こ の村 に最 初 の 大 規 模 ポ ンプ灌 漑 プ ロ ジ ェ ク

トを 実 現 した の は,当 時 この地 域 の ア ンサ ー リー の指 導 者 で あ ったAHの 父 親,　HA

で あ った。 そ して,今 日で はAHが そ の プ ロジ ェ ク トの総 責 任 老 とな っ て お り(皿 一

3-cを 参 照),彼 は政 治 的 ・経 済 的 に 大 きな 実 力 を も って い るの で あ る。

　 また,彼 は宗 教 的 に も重 要 な人 物 で あ る。 村 の ア ンサ ー リーの 指導 者 と して,毎 週

金 曜 日の昼 の集 団礼 拝 の説 教 師 と導 師 の 役 を 務 め るの は 彼 で あ る こ とが 多 く,そ の上,

彼 は ダマ ル市 に設 置 され て い る ダマ ル 郡 管轄 の シ ャ リー ア(イ ス ラー ム法)法 廷 の 判

事(gadi)の ひ と りで も あ る10)0こ の よ うに,　AHは 村 の シ ャイ フの役 職 には つ い て

8)89年 に お い ては,ASは ス ー ダ ン東 部 の カ ヅサ ラ県 ガ ダ ー レフ市 に 出 稼 ぎに い って い た の

　 で,そ の 兄 弟 のArSが 代 理 を して い た 。

9)　 マ フデ ィズ ム運 動 に 関 して は,P.　 M.ホ ル トの研 究 【HoLT　 1977】 が ス タ ンダ ー ドで あ る 。

　 また,ア ンサ ー リーが 第 一 次 大 戦 期 に 勢 力 を強 め,最 終 的 に ウ ンマ 党 を結 成 して い く過 程 に

　 つ いて はG.ワ ーバ ー グの 論 文 【WARBURG　 l978:21-66】 な ど を参 照 。
10)　 ダ マ ル 郡 を 管 轄 す る シ ャ リー ア法 廷 は,毎 週,土,月,火 の3日 間 開 か れ る。 判 事 は,

　 AHの 他 に2人 で あ る。 私 が 観 察 した例 で は,警 官 へ の 傷 害 事 件 の 被 告 が25回 の 云 チ打 ち プ/
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い な いが,実 質 的 に は,政 治 ・経 済 ・宗 教 いず れ の側 面 で も村 随 一 の 実 力 者 で あ る。

そ の名 声 は ダ マル,ア トバ ラ,ベ ル ベ ル な どの近 くの 都 市 に も鳴 り響 い て お り,同 志

な どか らは ア ミール(amlr族 長,司 令官 な どの意 味)と い う仇 名 で 呼 ぼ れ て い る。

　 (c)社 会 施 設

　 先 に掲 げ た 図2か ら も分 か る よ うに,マ フム ー ダ ブに は,公 共 施設 と して2つ の小

学 校,保 育 所,診 療 所,ク ラ ブ ・ハ ウス な どが あ る。 さ らに,モ ス ク とそ れ に付 随 し

た コ ー ラ ン教 育 施設(khalwa)も,村 民 の手 で設 立 ・運 営 され て い る。

　 マ フ ム ー ダ ブの 小 学校(6年 制,男 女 別 学)は,村 民 の 子 弟 の た め の 教育 施 設 で あ

る。 最 初 に設 立 され た の は女 子 校 のほ うで,1967年 の こ とで あ った。89年 に お い て,

生 徒 数 は198名,教 員 は8名 で うち 女性 が6名 で あ る。 一 方,男 子 は これ まで,1952

年 に設 立 され た南 隣 のJ村 の小 学 校 に 通 って い た 。 だ が,89年 に マ フム ー ダブ に も男

子 小 が 開 設 され,1年 生 か ら村 内通 学 が 可 能 に な った 。 生 徒 数 は50名 で2人 の男 性 教

員 が 勤務 して い る。 な お,中 学 以 上 は 村 か ら出 て,ダ マ ル市 な どに行 か な けれ ぽ な ら

な い。

　 保 育 所 は1960年 に創 設 され た も ので あ るが,一 時 閉鎖 状 態 に な り,84年 に再 開 され

た。89年 に お い て,3才 か ら6才 まで の 小学 校 入学 前 の子 供,80人 弱 が 登 録 して い る。

戸 外 で の遊 び の他 に,簡 単 な文 字 ・算 数 を 教 え た り,初 歩 的 な イ ス ラー ム教 育(ク ル

ア ー ン暗 唱,預 言 者 物 語 を 聞 く)を 行 な った りす る。 保 母 は2人 い る。 そ の うち一 人

分 の給 料 は政 府 か ら出 され て い るが,き わ め て 少額 で あ る。 そ こで,父 兄 が払 う保 育

料(月 額5ポ ン ド)か ら一 部 補 助 し,2人 目の給 料 もそ こか らだ して い る。

　 ス ー ダ ンの地 方 に おけ る医 療 ・保 健 ・衛 生 施設 に は,次 の3つ の ラ ン クが あ る。(1)

nugta　al-ghiyar(直 訳 す れ ぽ,包 帯交 換 所)　 　 定 員 は,看 護 人(mumarriの と用 務

員(farrash)の2人 。(2)shafakhana(診 療 所)　 　 定 員 は,前 二 者 の他 に,医 療

助 手(musa°id　 tibbi)が つ く。(3)markaz　 Si娵1(保 健 セ ンタ ー)　 　 さ らに,産 婦

人 科 関 係 の専 門 家 が 加 わ る。 この うち,マ フ ムー ダブ に あ る のは 診 療 所 で あ る。 定 員

が3人 つ いて い るは ず な の で は あ るが,実 質 的 に は,ベ ルベ ル 市 出身 の 看 護 人 の み が

常 勤 して い る。 投 薬 や マ ラ リア解 熱 注射 とい った簡 単 な医 療 活 動 の他 に,出 生 届 け 書

類 の受 け 付 け や ア トバ ラ市 か ら定 期 的 に や って来 る予 防 接 種 医 療 チ ー ムへ の 対 応 な ど

＼ 　 　プ ラス6か 月の懲役(1年 間 の執行猶 予),泥 酔事件 の被告 が40回 のムチ打ち とい う判決 で

　 　 あ った。 ムチ打ち刑は,判 事たちが見守るなか,そ の場で執行 された。実行 したのは警官で,

　 　 服 の うえか ら罪人の背中や臀部をほ どほ どの力を入れ て打 った。
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が 主 な 仕事 で あ る。

　 マ フ ム ー ダ ブの ク ラブは,村 の青 年 男 性 た ち に と って,欠 か す こ との で きな い 娯 楽

施 設 で あ り,社 交 の 場 で もあ る。 少額 の登 録 料(86年 では2ポ ン ド)を 払 え ば,誰 で

も メ ンバ ーに な る こ とが で き る。主 な活 動 と して,ス ー ダ ンで も っ と も人 気 の あ るス

ポ ー ツ,サ ッカ ー ・チ ー ムの組 織 が あげ られ る。クラ ブを 土 台 に チ ー ムを編 制 し,コ ー

チ を 雇 い,ユ ニ フ ォ ーム を揃 え,練 習 ・試 合 日程 を 調 整 す る。 ち な み に,マ フ ム ー ダ

ブ ・チ ー ムは,89年 の ダ マ ル地 区 の4部 リー グで準 優 勝 を した。 さ らに,ク ラブ ・ハ

ウス は,夜 間 に は お茶 をす す りなが ら テ レ ビを み た りお し ゃべ りを した り,ト ラ ンプ

や ドミノな どの ゲ ー ム に興 じる こ との で き る娯 楽 の場 と もな る。 男 性 だ け に限 られ る

とは い え,村 の若 者 に と っ て,普 段 自分 た ち を監 視 して い る年 長 者 の 目か ら逃 れ,仲

間 と とも に き ま まな 時 間 を 過 ご し うる貴 重 な施 設 で あ る。

　　(d)宗 教施設

　 マフムーダブの主な宗教施設 として,モ スクとハル ワとがある。

　 モスクは村の宗教生活の中心である。イスラームにおいて,金 曜日の正午過ぎの集

団礼拝は,す べての信者に課せられた義務 とされている。礼拝の呼びかけ(ア ザーン)

に応 じてモスクに集ま り,説 教師の説教をきいた後に,2ラ カア(礼 拝の単位)の 礼

拝をす ることになっている。スーダン・マフデ ィズムの信奉者であるアンサー リーた

ちは,イ スラームの伝統的な正統四法学派のいずれにも属さず,独 自のイスラーム解

釈にもとつ く教義を保持 しているが,金 曜日の集団礼拝は順守されている。ただ,別

稿 【大塚　 1991b】でもふれたようb'7そ の開始時間が季節ごとに太陽の運行に応 じて

変化することな く,常 に午後1時 半に固定 されているのが,こ の村(そ してスーダン

の一部の地域)に おける特徴であるといえる。

　 この村の金曜礼拝の際の説教は,先 にふれた ように,ふ つ うは ウンマ党の指導者

AHが 行な う。ただ し,彼 が不在のときなど,そ の息子のMAが 代行 した り,さ らに

89年にはオンドルマーン市か らこの村に一時滞在していたウンマ党中央の有力指導者

のひとり,UFが 行なうこともあった。また,こ の村のモスクには女性専用の礼拝場

所が設けられている。それはモスクの後部に,格 子状の衝立に囲まれて設置されてお

り,女 性の礼拝者の姿が男性の視野に入 りにくいようになっている。一般に,金 曜日

の集団礼拝に出席する村人は200～300人 ほどであ り,女性も20～30人 は参加 している。

　現在のモスクは1970年 に建造 されたものである。予算の関係上,ふ つ うこの程度の

規模のモスクには必ず設置されている ミナレット(礼 拝呼びかけ用の塔)は ない。モ
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ス クの 運 営 に 関 す る役職 者 と して,前 述 の説 教 師 の他 に,礼 拝 の 度 ご とに村 人 に そ の

時 を告 げ る礼 拝 呼 び か け 人(ム ア ッジ ン)が い る。 これ は,村 人 のAAが 行 な うこ

とに な って い る。 彼 が 敬 虔 な ムス リム で あ る とこ ろか ら,選 ぼ れ て い るの だ とい う。

とは い って も,彼 自身 は 農業 に従 事 して い る の で,特 に 昼 間 は 畑 にこい る こ とが多 く,

早 朝 や 夕 方 お よび夜 の礼 拝 の呼 びか け しか 行 なわ な い こ と も多 い。 同 じ理 由 で村 人 の

多 くは,特 に 昼 間 の礼 拝 な どは,モ ス クでは な く畑 や 自宅 な ど思 い 思 い の場 所 で行 な

うこ とが ほ とん どで あ る。 な お,政 府 か ら説 教 師 と ムア ッジ ンに た い しては,一 定 の

報 酬 が 出 て い る。 モ ス クの等 級 に よ って 額 が 異 な るが,86年 時 点 ではAHとAAそ

れ ぞれ に毎 月64ポ ン ド出 て いた とい う。 だ が,彼 らは それ を 自分 の も の とは せ ず,モ

ス クに付 置 され て い る ハル ワ運 営 の 資 金 と して,ハ ル ワ委 員 会 に提 出 して い た。

　 で は ・・ル ワ とは どの よ うな 施 設 で あ るの か。 ア ラ ビア語 のkhalwaは,ふ つ うス ー

フ ィー(イ ス ラー ム神 秘 主 義 者)な どが 俗世 間 か ら遠 く離 れ て特 異 な 儀 礼 を 行 な う「隠

遁 所 」 な ど とい った 意 味 で 使 わ れ る こ とが 多 い。 しか し,ス ー ダ ンで は そ れ とは異 な

り,他 の地 域 でkuttabやmadrasaな ど と呼 ばれ て い る 「クル ア ー ン学 校 」 を指 す こ

とが一 般 的 であ る[cf.　TRIMINGHAM　 1949:ll7】 。 つ ま り,ス ー ダ ンの ・・ル ワは伝 統 的

な イ ス ラ ー ム教 育 の セ ン タ ー とい う意 味 を持 って い るの で あ る。 マ フ ムー ダブ のハ ル

ワも同 様 で あ る。

　 か つ て マ フ ム ー ダ ブの ハ ル ワは,現 在 女 子小 が おか れ て い る場 所 に 設 置 され て い た。

しか し,一 時 閉鎖 状 態 に な り,改 め て1985年 の3月 に モ ス クの 中庭 の一 部 に 新 設 され

た 。 再 開 直 後 に は4人 の教 師 が お り,300人 ほ どの 生 徒 が 学 ん で いた とい うが,そ の

後 教 師 も立 ち 去 り生 徒 数 も激 減 した。そ して,86年 の調 査 時 に は,ス ー ダ ン西 部,ダ ー

ル ・フ ール 地 方 の ニヤ ラ市 近 郊 の村 出身 の者,総 勢16名 が そ こに寝 泊 りし,ク ル ア ー

ン学 習 に 明 け暮 れ て い た。 彼 らは12才 か ら27才 の若 者 た ち で あ り,村 人 の 援 助 を 受 け

な が ら,自 活 を して い た。

　 この よ うな ケー ス,す なわ ち ス ー ダ ン西部 の 若者 が一 念 発 起 して イ ス ラ ー ム学 習 を

志 し,相 対 的 に豊 か な ナ イ ル流 域 の 町 や 村 に居 留 し,ク ル ア ー ン学 習 三 昧 に な る例 は

今 日で は そ れ ほ ど稀 で は な い 。 彼 ら は,タ ラ バ(talaba)ま た は タ ラ ー ミ ー ズ

(taramidh),す なわ ち 「学 習者 た ち 」 と呼 ばれ た り,ま た,故 郷 を離 れ て学 ん で い る

の で,ム ハ ー ジ リー ン(muhaj　 irin)す なわ ち 「遊 学 者 た ち」 と呼 ぼ れ た りして い る。

な お,ス ー ダ ン西 部 地 域 は,後 述 す る よ うに(N-6),「 タ ー マ」 と総 称 され る農 業

労 働 者 を この地 域 に送 り出 して もい る。一 方 は宗 教 的,他 方 は経 済 的 と動 機 は 異 な る

が,い ず れ に して も,ス ー ダ ン西部 か ら北 部 へ の顕 著 な ヒ トの移 動 現 象 が 見 られ る こ
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とは 興 味 深 い。

　 一 方,彼 らを受 け 入 れ る マ フ ム ー ダ ブ村 の 側 に は ハ ル ワ委 員 会 が あ り,ハ ル ワの運

営 や ムハ ー ジ リー ンへ の援 助 のあ り方 を 検 討 して い る。 そ の 資 金 は,原 則 的 に は,村

の 各家 が一 定 額 を拠 出す る こ とに な って は い るが,そ れ は 強 制 で は な い 。 む しろ,篤

志 家 の寄 付 に頼 って い る と ころが 多 い 。

　 な お,86年 に お い て,村 在 住 の 子 供 で,稀 に で は あ って もハ ル ワに 通 って クル ア ー

ンを学 ん で いた の は た った1名 で あ った 。 さ らに89年 の 時 点 で は,3年 前 に住 ん で い

た ムハ ー ジ リー ンは す で に 旅 だ って お り,ハ ル ワの利 用 者 は い なか った 。この よ うに,

マ フム ー ダ ブの ハ ル ワは,今 日で は 村 人 の 子 弟 の イ ス ラ ー ム教 育 の場 とい う よ りも,

外 部 か ら来 訪 す る学 習 者 た ちの 宿 泊 施 設 に な って い る。 この よ うな状 態 は,マ フ ム ー

ダブだ け で は な く,ナ イ ル 沿 岸 の この 地 域 の い くつ か の 町 や村 に見 られ る現 象 で あ る

といxる 。

　 なお,マ フ ム ー ダ ブの ハ ル ワの運 営 は村 人 に よ って行 なわ れ て は い るが,ハ ル ワ施

設 そ の もの の 監 督 は,北 隣 りのH村L地 区 に 住 む シ ャイ フTが 行 な って い る。 実 際,

先 述 の ダ ール ・フ ール か らの ムハ ージ リー ン も,最 初 か らマ フム ー ダ ブ をめ ざ して 来

た の で は な い 。 ダ マ ル 市 に着 い て か らTを 紹 介 して も らい,さ らに そ の 斡 旋 で マ フ

ム ー ダ ブの ハ ル ワに 住 む よ うに な った の で あ る。

　 この シ ャイ フTは,ス ー ダ ン東 部,カ ッサ ラ県 のハ ム シ ュ コ レブ(Hamshukureb)

地 区 に あ る大規 模 な ハ ル ワの 出身 者 で あ る。 そ の ハ ル ワは,ベ ジ ャ人 の シ ャイ フ ・ア

リー ・ベ タイ(Ali　 Bitay)が 設 立 した もの で あ り,数 多 くの クル ア ー ン教 師 を輩 出 し

て い る。 実 際,マ フ ム ー ダ ブの ハ ル ワのみ な らず,ダ マ ル地 域 さ らに は ア トパ ラ川 沿

岸 地 域 の 点在 す る 多 くの ハ ル ワに は,ハ ム シ ュ コ レブ ・ハル ワ出身 の クル ア ー ン教 師

に よ って 管理 ・運 営 され て い る もの が多 い。

3.　 「親 族」 集 団

　小稿は　N章 において,マ フムーダブにおける灌漑農業をめぐるさまざまな社会関

係にふれる。そのためには,同 村の社会関係を大きく規定する 「親族」集団について,

その概略を説明しておかなけれぽならない。ただ し,マ フムーダブにおける 「親族」

集団のあ り方を充分に論 じるためには,個hの 具体的事例を提示 し,比 較の視点に立

った理論的考察を加えなけれぽならない。筆者は稿を改めて,中 東の親族構造をめ ぐ

るさまざまな議論を整理 し,そ のなかにマフムーダブの 「親族」集団を位置付ける予

定である。 したがって,こ こでは小稿での議論を進めるうえで最低必要 と思える範囲
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内 で,マ フ ム ー ダブ の 「親 族 」 集 団 を説 明 してお く11)0

　 マ フ ム ー ダ ブ 村 の 内部 的 な 社 会 区 分 と して,フ ァ リー グ(farlq)ま た は ハ イ イ

(hayy)と 呼 ば れ る もの が あ る。 フ ァ リー グは,「 分 け る,分 割 す る,区 分 す る」 な

どの 意 味 を もつ動 詞faraqaか ら派 生 して きた 言 葉 で,「 組,チ ー ム,隊 」 な どの意 味

を もつ 。一 方,・ ・イ イ の方 は 「生 き る,生 活 す る」 な ど と訳 し う る動 詞hayiyaを 語

根 と し,「 生 き る こ と」 とい った意 味 の 他 に,都 市 な どの 内部 の 居 住 区 域e街 区 を指

す 場 合 もあ る12)0

　 この よ うな ハ イ イ の用 法 か ら類 推 して,こ の 言 葉 に よ って言 及 され る集 団 も し くは

カ テ ゴ リ._13)が,一 定 の 地 区=区 域 に 住 む 人 々か ら構 成 され て お り,し た が っ て ハ

イ イ は純 粋 な地 縁 原 理 に も とつ く 「近 隣 集 団 」 で あ る と考 え て し ま う と,そ れ は 誤 り

とは い え な い まで も,こ の集 団 の一 面 しか 見 て い ない こ とに な る。 なぜ な らば,(1)

フ ァ リー グや ハ イ イ は,地 図 の うえ で 明確 に 境 界 線 が 引 け る集 団 で は な く,(2)さ ら

に,地 縁 以 外 の要 素 もそれ ら の集 団 編 制 の際 に は 関 与 して く るか らで あ る。

　 マ フ ム ー ダ ブの人 々 に,同 村 に幾 つ の フ ァ リー グ も しくは ハ イ イ が あ るか 尋 ね た 場

合,誰 に 聞 い て も常 に一 定 の数 字 が 得 られ るわ け で は な く,回 答 者 に よ って異 な った

数 が 返 って く る。 す なわ ち,イ ンフ ォー マ ン トに よ って,列 挙 す る フ ァ リー グ も し く

は ハ イ イ の 区 分 そ の もの が異 な っ て くる ので あ る。 した が って,あ た か も今 日の 国際

社 会 に お け る国境 線,も し くは 日本 社 会 に お け る町 名 区 番 の境 界線 の よ うに,図2で

描 い た マ フ ム ー ダ ブの屋 敷 地 配 置 の平 面 図 に 線 引 きを して,各 フ ァ リー グ も し くは ハ

イ イ ご とに 明確 に 区分 して い こ うと試 み て も,そ れ が不 可 能 な の で あ る14)。

　 さ らに,マ フ ムー ダブ の人hは,フ ァ リー グ も し くは ハ イ イ とは何 か とい う,抽 象

的 議 論 や 一 般 的 定 義 を しな い。 そ のか わ り,い くつ か の 具 体 的 な集 団名 を あ げ,そ れ

が マ フ ム ー ダ ブ内 の フ ァ リー グ も し くは ハイ イ で あ る とい う言 い方 をす る。 そ の よ う

11)　 中東 の親族集 団をめ ぐる議論 の 日本語に よる批判的総括 としては,堀 内 【1984,1990】やD.

　 アイケルマ ン 【1988:101-161】のもの などがあ る。
12)イ ス ラーム都市論 におけ る 「街区」分析の重要性については,三 浦 の報告 【1990】などを参

　 照の こと。

13)社 会 人類学的議論 において,R.キ ー ジング 【KEESING　 l975:9-111な どが指摘す る ように,

　 　「集団」と 「カテ ゴリー」の概 念的区別 は重要 であるが,こ こではその問題 には立 ち入 らず,

　 すべて 「集団」の用語で統一す る。 これ ら両概念の区別な らびに スーダ ンの事例にそれを ど

　 の ように適 用すべ きかは,別 稿 で論 じたい。

14)　 ここで興味深いのは,D.ア イケルマ ンがモ ロッコの地方 都市を調査 した さいに,町 の人

　 々に街区の数を訪ねる と,30か ら43ま での さまざまな数字が答え と して帰 って きた とい う事

　 実である 【1988:329】。彼 によれぽ,街 区は 「客観的」な基準ではな く,町 に住 む人 々の 「主

　 観的」な思いに よ り定め られ るものであ り,し たが って,発 言者に よって さまざまな認知 の

　 相違 が現われ うるのであ る。マ フムーダブの ファ リーグもし くはハイイに も,同 じことが い

　 え ると思われ る。
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な 固有 名 と して あげ られ た もの は,い くつか の もの を除 き,多 くは 人 名 な どに 「一 ア

ブ」 と い う接 尾 辞 を 付 け た もの で あ る。 そ もそ も,マ フ ム ー ダ ブ とい う村 名 自体 も,

マ フ ム ー ドとい う人 名 に ア ブ とい う接 尾 辞 が 付 い て成 立 した もの な の で あ る。

　 この ア ブ とい う接 尾辞 は,ス ー ダ ン ・ア ラブ史 の権 威 ユ ーセ ブ ・フ ァ ドル ・ハ サ ン

に よれ ば,元 来 ベ ジ ャ語 の接 尾 辞 で あ り,「 家 族familyや 氏 族clan」 を 意 味 す る もの

であ る 【HAsAN　 1967:142】 。 つ ま り 「血 縁 」 的 な関 係 を もつ 人 々の 集 団 を 指 す もの と

考えられ る。 実 際,マ フ ムー ダブ の村 人 の多 くは,自 分 た ち の 先 祖 を マ フ ム ー ドとい

う人物 と見 な して お り,自 分 た ちは そ の子 孫 であ る と考 え て い る。 同様 の こ とは,そ

れ ぞ れ の フ ァ リー グ も し くは ハ イ イを 構 成 して い る人 々の 多 くも認 識 して い る こ とで

あ る。 そ の意 味 に お い て,「 一 ア ブ」 とい う名 前 を 共 有 す る人 々は,先 祖 を 共 有 す る

親 族集 団 を構 成 して い る とい うこ とが で き る。

　 他方 に お い て,た とえば マ フム ー ダ ブは,明 らか に 「村 」 す な わ ち地 縁 集 団 の名 前

で あ る。 そ して,そ の なか には,近 年 母 方 的 も し くは 姻 戚 関 係 を 通 して村 民 とな った

者,さ らに は使 用人 や労 働 者 とい う形 で 居 住 して い る 「よそ 者 」 も含 まれ て い る。 こ

の意 味 に お い て,「一 ア ブ」とい う集 団 は,「地 縁 」集 団 とみ なす こ とも可 能 な の で あ る。

　 さ らに 付 け 加 えれ ば,今 日の ス ー ダ ンに お い て,「 一 ア ブ」 とい う用 法 は,ま っ た

く血 縁 ・地 縁 関係 を もた な い集 団 に も適 用 され て い る。 た とえ ぽ,全 国 レベ ル で人 気

の あ るサ ッカ ー ・チ ー ム,ヒ ラ ール の フ ァ ンは,「 ヒ ラー ラブ」 と呼 ば れ て い る の で

あ る。

　 この よ うに,マ フ ム ー ダ ブに お い て フ ァ リー グ も し くは ハ イイ と呼 ぽ れ て い る集 団,

具体 的 に は 「一 ア ブ」 な どの固 有 名 で 呼 ぼ れ て い る集 団 は,あ る意 味 で は 「地 縁 」 的

で あ り,別 な場 合 は 「血 縁 」 的 で あ り,さ らに は あ る種 の ク ラブ的 な要 素 に よ って 結

び付 いた 「約 縁 」 的 集 団 を 指 す と もい え るの で あ る。

　 この よ うな問 題 点 が 含 まれ て い る こ とを充 分 に 自覚 した うえ で,小 稿 で は,フ ァ リー

グ も し くは ハ イ イ と一 般 に 呼 ぼ れ,さ らに 「一 ア ブ」な どの 固有 名 で語 られ る マ フ ム ー

ダブ の諸 集 団を 便 宜 的 に 「親 族 」 集 団 と呼 び,以 下 の記 述 を進 め て い きた い。

皿.灌 漑体系 と土地利用の諸形態

1.農 業用 水源 と して のナ イル

北部スーダンにおけるアラビア語の語彙のなかで,季 節を表わすものとして次の3

177



国立民族学博物館研究報告　　16巻1号

つ が あ る。 シ タ ー(shits)は10～11月 ご ろか ら始 ま り1～2月 ご ろ ま で 続 く,温 度

が 下 が り乾 燥 した 「冬 」 で あ る。2～3月 か ら4月 ご ろ まで は,温 度 が も っ と も上 が

るサ イ フ(§aif)す な わ ち 「夏」 で あ る。 そ して,5月 ごろか ら9～10月 ご ろ まで が,

少 量 とは い え 雨 の 降 る 「雨季 」 で あ り,彼 らは ハ リー フ(kharif)と 呼 ん で い る15)0

　 マ フ ム ー ダ ブ の北 隣 り,H村 の農 業 試 験 所 内 に は測 候 所 が あ る。 そ こか ら得 た1986

年1月 か ら89年10月 まで の 気温 と降水 量 の デ ー タは,表1の とお りで あ る。 マ フム ー

ダ ブの 気 候 もほ ぼ これ と同 じ もの と考 え て差 し支 え な い で あ ろ う。なお,こ の な か で,

1988年 の 「雨 季 」 は,例 年 とは比 較 に な らな い 多 量 の 雨 が この地 域 に降 り,大 き な洪

水 の 被 害 を だ した こ とに 注意 しなけ れ ば な らな い 。 した が って,88年 の デ ー タは,き

わ め て 特 殊 な もの とみ な す必 要 が あ る。　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 、

　 このように降雨時期が限定 され,そ の絶対量も少ないマフムーダブなどナイル沿岸

の農業地帯は,そ の農業用水のかなりの部分を,大 河ナイルに依存 している。後にふ

れるように,最 近では,掘 り抜き井戸からの地下水を利用 した耕作 も可能になってき

ているが,そ れでも灌漑農業を行なううえでナイルがきわめて重要な役割を果た して

いる事実には変わ りはない。

　夏雨地帯を水源 とするナイル川は,毎 年7～9月 ごろに増水する。マフムーダブに

おいて,ふ つうの年でも農地の一部(後 にふれるジャリフ地)が この期間には冠水す

る。さらに,増 水の激 しい年には,川 から1キ ロ以上離れた土地まで,水 に覆われる

ことがある。すでにふれたように,1946年 の洪水が,マ フムーダブの多 くの住民に居

住地を変える決心をさせるきっかけになったのである。また,88年 の洪水のお りには,

上マフムーダブの近 くにまで水が押 し寄せた。下マフムーダブの住民は土手を築いて

水の浸入をくいとめ,上 マフムーダブの村民はボー トなどを利用 して,食 料品を含む

生活必需品を下マフムーダブに届けたという。

2.灌 漑方式

　マフムーダブにおける農地への灌漑方式には,ナ イルか ら直接行な うものと,井 戸

か らの地下水を利用するものとの2つ がある。

　ナイルからの灌漑とは,基 本的に,低 い位置を流れる川の水を汲み上げ,高 い場所

にある畑に給水するものである。それにはさまざまな装置が考案されてきた 【大塚

1989】。今世紀 までは,サ ーキヤ(sagiya)と 呼ぽれる木製の水車を用いたものが,

15)四 季 のあ る エ ジ プ トな ど の ア ラ ビア語 の用 法 では,「 ハ リー フ」 は通 常 「秋 」 と訳 され る。

　 ち なみ に,春 夏 秋 冬 は そ れ ぞ れ,rabic,　 saif,　kharif,　shitsと 呼 ぼれ る。
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　 　 　　 と　　 ロリ　　 　　　　　　　 　む　り　　　　 　の　　 よ り　

　 　 く　　　 　 　

最高 最低 平均 雨量(mm)微 鬼 ・ 本驚降雨

1986年1月3041412250

2月3341492420

3月3801972890

4月3822042930

5丿ヨ4022273150

6月424273345微 量30

7月41126734113。103

8月4152703420

9月40726433722.914

10月372253322微 量20

11月3441912680

12月2841322090

1987年1月3061422240

2月335162248微 量10

3月355174265微 量10

4月3892193040

5月4092653370.321

6月4302703504.401

7月4322903610

8丿ヨ40526533541.602

9月4322773553.422

10丿目3922523221.302

11月3602032810

12月3051572320

1988年1月2951372160

2月3061382240

3月3701932820

.4月4012143070

5月4342733490

6丿弓4322973640
・7月39927733818 .002

8月366255311212.747

9月4052673372.512

10月3922493216.803

11月3491912630

12月3251702470

1989年1月2671131900

2月2821232030

3月3411672540

4月3962123040

5月42226834525.612

6月4342773550.821

7月4222813510

8月4142783461.501

9月41927334625.071

10月388235312微 量

*trace→ ご く微 量 で,雨 量 と して 計 測 で きな い 降 雨
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もっとも効率的な装置であった。 これは,原 理的にいえば,水 平方向と垂直方向とに

回転する2つ の水車を組み合わせたものである。最初に,水 牛などの畜力を利用 し,

水平方向に水車を回転させる。そして,こ の運動を,歯 車の噛み合わせによって第二

の水車に伝え,垂 直方向への円運動へと転換する。その第二の水車と連動する形で,

第三の水車が取 り付けられているが,そ れには第一 ・第二とは異な り,歯 車部分がな

い。そのかわ りに,第 三の水車の縁の部分には,素 焼きの壷など水を汲み上げる容器

が10個ほど取 り付けられている。 この水車が,垂 直方向の円運動を行な うことによっ

て,周 囲に付けられた壼 も円を描 きなが ら回転 し,下 方にある川もしくは大きな運河

から水を汲み上げる。その壺が水車の上部に昇 り,最 高点に達したときに壷が傾 き,

その内部を満た していた水が耕作地への給水路へと流れおちるような仕掛けを作 って

お く。このような仕組みによって,畜 力を利用 し,下 方の水を上方の耕地へと絶え間

なく送 り込む装置が活用されるようになる。

　 このサーキヤそのものは,す でに古代のプ トレマイオス朝時代からナイルで利用さ

れていたことが知られている。現在でも,ま った く同 じ仕組みのものが,エ ジプ トの

ナイル ・デルタの農業地域などでは数多 く見られる。もっとも今日では,水 車そのも

のや水を汲み上げる容器が鉄製のものとな り,小 型化されながら効率は格段 と向上 し

ているのではあるが 【大塚　 1983]。

　マフムーダブに話を戻そう。ナイルからの灌漑装置としてのサーキヤは,1985年 ご

ろまでは一部で使われていた とい うが,今 日のマフムーダブではまった く用いられて

いない。そのかわ りに,彼 らはデ ィーゼル ・エンジン(babur)を 回 して,ポ ンプ

(turumbaま たはtulumba)を 作動させ,ナ イル川から水を汲み上げる装置によって

灌漑を行なっている。

　マフムーダブにディーゼル ・ポンプが初めて導入されたのは,1940年 代のことであ

る。そして,そ れを用いた大規模なナイル灌漑 プロジェクトが実現 したのが,50年 代

の初頭である。1989年 時点で,マ フムーダブの村人が所有するナイル灌漑ポンプは,

後に詳 しく述べる大規模プロジェク ト(HA計 画)の 他に7つ ある。

　ディーゼル ・ポンプは,ナ イルからの灌漑にのみ使用されているのではない。今日

では深さ8メ ー トルほどの井戸を掘 り,そ こにポンプを設置 し,地 下水を汲み上げて

周囲の土地を耕地化することも盛んに行なわれている。なお,こ のような掘 り抜 き井

戸の利用により生まれた農地は,一 般にマタラ(matara)と 呼ぼれているが,そ の

語源は英語のmotorで あるといわれている。

　ポンプの活用により,サ ーキヤのみが用いられていた時代には耕作できなかった土
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地 も利 用 可 能 とな り,マ フ ム ー ダ ブ村 民 の土 地 利 用 の形 態 も大 き く変化 した 。 そ の こ

とを次 節 で詳 し く説 明 し よ う。

　 3.土 地 利 用 の 諸 形 態

　 これ ま で に い くつ か の給 水 方 式 を 紹 介 し,さ らに灌 漑 装 置 に お け るサ ーキ ヤか らデ

ィー ゼ ル ・ポ ンプへ の変 化 に つ い て もふれ た。 この よ うな給 水 方 式 な らび に そ れ に 付

随 す る土 地 所 有 の あ り方 の 相 違 に よ って,マ フ ム ー ダ ブの 周 囲 の土 地 は,ジ ャ リフ

(jarif),ジ ャジ ー ラ(j　azira),カ ル ー(karu),ハ ラ ー(khala)の4つ の種 類 に大別

され て い る。 そ の こ とを 少 し詳 し く見 て い こ う。

　 (a)ジ ャ リフ地

　 ナ イ ル に接 し,毎 年 ナイ ル の 増 水 期 に冠 水す る土 地 を,マ フ ム ー ダ ブ の人hは ジ ャ

リフ と呼 ん で い る。 これ は,川 岸 に そ って帯 状 に続 く土 地 で あ り,幅 は 広 い とこ ろで

100メ ー トル ほ ど,狭 い と こ ろ で は数 メ ー トル しか な い。 ジ ャ リフ地 は,増 水 期 に 数

か 月 にわ た り冠 水 し,た っぷ り水 分 を 土 中 に含 ませ る と ころか ら,原 則 的 に,水 が 引

い て耕 作 を行 な う とき で も特 別 に 灌

漑 装 置 を 用 い て 給 水 す る こ と が な

い。 さ らに,ナ イ ル の増 水 は 水 分 の

み で は な く,上 流 か ら養 分 を 含 んだ

土壌 を も運 ん で くる。 した が っ て,

ジ ャ リフ地 に は施 肥 の必 要 も な い。

　 ジ ャ リフ地 の耕 作 は,ナ イ ル の水

が 引 きだ し,水 分 を含 んだ 土 壌 が 露

出 し始 め た10月 ご ろ か ら開 始 され

る。 ふ つ う,掘 り棒(salluka)を

用 い て地 表 に穴 を あ け,そ こ に種 子

を 撒 き,そ の ま ま成 長 させ る(写 真

1)。 主 に 飼 料 に な る豆 類(Luba)

の 他 に,カ ボ チ ャ(qaraC)な ど の

自家 消 費用 の野 菜 を植 え る こ とが 多

い 。 また ジ ャ リフ地 の なか で も も っ

と も川 か ら離 れ,次 に紹 介 す る土 地 写真1　 ジャ リフ地 の堀 り棒 による耕作
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図4　 ジ ャリフ地 ジャジーラ地の所有者の関係

　 　 　 (模式図)

区 分 で あ る ジ ャ ジ ー ラ地 に 接 した場

所 の 一 部 に は,小 さな灌 漑 用 水路 が

築 か れ て 定 期 的 に 給 水 さ れ,ネ ギ

(basal)の 苗 床(hud　 a1-tirab)な

どが 作 られ る こ と もあ る。

　 ジ ャ リフ地 は,そ れ に隣 接 した ジ

ャ ジー ラ地 の所 有 者 が,そ の所 有 権

を も って い る。 す なわ ち,ジ ャジ ー

ラ地 は一 般 に,ナ イ ル に平 行 な辺 が

短 く,垂 直 な辺 が 長 い長 方 形 の 土 地

を1区 画 と して,個 人 に 所 有 され て

い る。 そ の2つ の長 辺 を そ の ま ま ナ

イ ル に 向か って 延 長 し,そ れ ら2本

の線と川ならびにジャジーラ地 との境界線によって囲まれた四角形のジャリフ地が,

それに接 しているジャジーラ地 と同じ人物によって個人的に所有されているのである

(図4)。

　 (b)ジ ャジ ー ラ地

　 ジ ャ ジ ー ラ地 とは,増 水 期 に 冠 水 す る ジ ャ リフ地 よ り一 段 と高 くな った 土 地 であ り,

か つ て は サ ー キ ヤ で,今 日で は デ ィー ゼ ル ・ポ ンプで ナイ ル か らの灌 漑 が行 なわ れ,

農地 と して 活 用 され て き た土 地 で あ る。 なお,ジ ャ リフ地 と ジ ャ ジー プ地 との境 とな

る段 差 の部 分 は,ギ ー フ(gif)と 呼 ば れ て い る16)e

　 サ ーキ ヤ灌 漑 の 時代,ジ ャジ ー ラ地 に は数 多 くのサ ーキ ヤが設 置 され て い た。 給 水

路 網 の 関 係 か ら,そ の土 地 区分 け は,図4で 示 した よ うに,ナ イ ル に平 行 す る辺 が 短

く,垂 直 の辺 が長 い長 方 形 を 区画 単 位 と して,個 人 的 に所 有 され て い た。 そ して,隣

接 す る い くつ か の 区画 が 共 同 で ひ とつ のサ ー キ ヤを 設置 し,給 水 の順 番 を調 整 して い

た とい う。 そ の た め,今 日で も,ジ ャジ ー ラ地 の 土地 区分 け の単 位 と して,サ ー キ ヤ

とい う言 い方 が使 わ れ て い る。 これ は,灌 漑 の た め の 水車 を指 す とい う よ り,か つ て

共 通 の サ ー キ ヤ で給 水 して いた 異 な る所 有 者 に 属 す るい くつか の土 地 区 画 を ひ とま と

16)　 この語彙 はベジ ャ語起源 であ る。この他,北 スーダ ンの農業用語,生 活用語な どの なかに,

　 ベジ ャ語や ヌビア語起源の ものがかな り入 ってい る。 ア ラビア語 スーダ ン方言 の辞書 【QASIM

　 1985】を参照。
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めにして,1サ ーキヤと呼んでいたことの名残である。

　イスラーム法(シ ャリーア)の 相続方式によれば,親 の財産は子供たちに均等に一

一ただ し,娘 の取 り分は息子のそれの半分になるが　　相続される。そこで,私 有地

であるジャジーラ地は,ど うしても土地が細分化される傾向にある。この地の耕作は,

所有者本人がその子供 ・兄弟などの近親の協力をxて,自 分で行な うことが多い。栽

培する作物,農 作業のプランなども耕作者本人の意思によって決定される。ポンプ灌

漑が導入される以前,村 人の主たる耕作地であったジャジーラ地では,マ フムーダブ

をはじめ北スーダンの人々の食生活に欠かす ことのできない種な しパ ンの原料である

小麦や ソルガムが耕作されていたと考えられる。だが,今 日ではそれらはジャジーラ

地 よりさらに川から離れたカルー地で大規模に作られることが多い。そこで,ジ ャジー

ラ地では,ヘ ンナ(hinny,後 述)や 飼料(ク ローバーやソルガムの一種),さ らにネ

ギその他の野菜類など,市 場に出荷 しやすい換金作物がよく耕作されている。

　 (C)カ ル ー地

　 か つ て,サ ーキ ヤが も っ と も効 率 の 良 い 灌漑 装 置 で あ った時 代 に は,ジ ャ リフ地 と

ジ ャジ ー ラ地 の み が 可 耕 地 で あ った 。 そ れ よ りも川 か ら離 れ,サ ー キ ヤの 揚 水 力 で は

ナ イル の 水 を 届 か せ る こ との で きな い広 大 な土 地 は,農 業 の面 で は ま った く不 毛 の土

地 であ った 。 しか し,デ ィ ーゼ ル ・ポ ン プの導 入 が,こ の状 況 を 一 変 させ た。

　 今 日の 上 マ フ ム ー ダ ブ村 と ジ ャジ ー ラ地 とに は さ まれ た 土 地 は,カ ル ー地 と呼 ばれ

て お り,か つ て は 未 耕 地 で あ った 。 しか し,ポ ンプ導 入 に よ り,一 部 は ナイ ル か らの

灌 漑 に よ る給 水 網 の な か に 組 み 込 まれ,一 部 は 井 戸 を 掘 って ポ ン プ灌 漑 をす る農 地(マ

タ ラ)V'生 まれ 変 わ った 。

　 カ ル ー地 が 農 耕 地 に な った の は,ポ ン プ導 入 後,マ フム ー ダ ブの 場 合 は1940年 代 以

降 の こ とであ る17)0こ の年 代 は,カ ル ー地 に お け る農 耕 を検 討 す る場 合 に重 要 な意 味

を もって い る。 とい うの も,ス ー ダ ンの土 地 所 有 制 度 は,20世 紀 の 初 頭 に 大 きな変 化

を経 験 した か らで あ る。

　 19世 紀 以 降 の ス ー ダ ン近 代 史 は,1820年 代 の エ ジ プ トの ム ハ ンマ ド ・ア リ王朝 の侵

攻 か ら始 ま る 「トル コ=エ ジ プ ト支 配 」 時代,1880年 代 中葉 か ら98年 に か け て の 「マ

フデ ィー国 家 」 時 代,マ フデ ィ ー国 家崩 壊 後 の 「イ ギ リス=エ ジ プ トの 共 同統 治」 す

17)ナ イル対岸 にあ るゼイダブの大農場 は,ス ー ダンで ももっとも古 くか ら大規模綿花栽培 が

　 試み られ た ところであ り,す でに20世 紀初頭 には,ポ ンプを利用 した灌漑 プ ランテー ション

　 が成立 していた 【cf.　A㎜ 　1975】。
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なわ ち実 質 的 な イ ギ リス植 民地 時代,そ して1956年 以 降 の 「独 立 国家 」 の時 代 と大 き

く分 け られ る 【cf.　HOLT＆D肌Y　 1979】。 土 地 制 度 に関 して こ こで 問題 な の は,共 同

統 治 の ご く初 期 の 時 代 に 出 され た一 連 の布 告 で あ る。 そ れ に よれ ぽ,ス ー ダ ンの地 方

の土 地 は,そ れ まで に土 地(農 地)所 有 者 も し くは 耕 作 者 が 明 白で あ った と ころ を除

い て,す べ て 政 府 の所 有 と見 なす と定 め られ た の で あ る[DAY　 l986:210-4]。 これ

に よって,そ れ まで に所 有者 が 明確 で あ り,実 際 に耕 作 され て い た土 地(マ フム ー ダ

ブ の用 語 で は,ジ ャ リフ地 とジ ャジ ー ラ地)以 外 の土 地(カ ル ー地 な ど)は,国 有 地

とされ て しま った の で あ る。

　 カ ル ー地 が 開 墾 不 可 能 な 土 地 で あ った 間 は問 題 が なか った 。 しか し,デ ィー ゼ ル ・

ポ ンプ とい う新 技 術 の導 入 に よ り,そ こが可 耕 地 とな った 時 点 で,そ の広 い土 地 を政

府 か ら借 り受 け,農 地 と して 利 用 して い こ う とす る計 画 が た て られ た 。

　 マ フム ー ダ ブ の場 合,最 初 の ポ ン プ導入 は1943年 の こ とであ った 。 当 時,村 は現 在

の下 マ フ ム ー ダ ブの 位 置 に あ っ た。 そ こか ら500メ ー トル ほ ど離 れ た 未 耕 の カ ル ー地

を,2家 族 がそ れ ぞれ 政 府 に 申請 し,借 地 耕 作 権 を 得 た の で あ る(後 に掲 載 す る図5

の土 地 区 画 図 の な か の,33と38の 土 地)。 彼 らは一 定 の 登 録 料 を 支 払 い,税 金 を納 め

る こ とを条 件 と して,自 分 た ち に 割 り当 て られ た カ ル ー地 の区 画 内に 井 戸 を掘 り,ポ

ン プを設 置 しマ タ ラ耕 地 に した の で あ る。

　 マ フ ムー ダブ の村 レベ ル で の 大 きな 転機 は1940年 代 末 に来 た。 そ の 当 時,村 随一 の

有 力 者 で あ り,地 域 の ウ ンマ党 の幹 部 の ひ と りで もあ ったHAが,オ ン ドル マ ー ン

に あ る ア ンサ ー リー の最 高 指 導 者(イ マ ー ム),ア ブ ドゥル=ラ フ マ ー ン ・ア ル=マ

フデ ィー の事 務 所 を 通 し,大 型 ポ ン プ2台(8イ ンチ と6イ ンチ)を 導 入 し よ うと企

て た の で あ る。 そ の計 画 は,指 導 者 の 名 前 を取 りHA計 画(mashroc　 HA)と 呼 ば れ

た。HAが 亡 くな り,そ の 息 子 のAHが 計 画 の総 責 任 者 とな って い る今 日で も,当 時

と同 じ名 称 が村 で は通 用 して い る。

　 HA計 画 を実 現 して い こ う とす る過 程 で,ア ンサ ー リー とそれ に対 立 す る宗 派(ハ

タ ミーヤ教 団)が ほぼ 同数 で あ る隣 のJ村 との 深刻 な土 地 争 い な ども生 じた よ うで あ

る18)。 しか し,最 終 的 に マ フ ム ー一ダ ブは,HAの リー ダ ー シ ッ プの も と,お お よそ

300フ ェ ッダ ー ン(1フ ェ ッダ ー ンは約4,200m2)に 及 ぶ土 地 を灌 漑 す る デ ィー ゼル ・

ポ ン プ計 画 を1951年 に完 成 させ た 。 そ の うち6割 弱 が ジ ャジ ー ラ地 で あ り,そ こ では

サ ーキ ヤ給 水 か らポ ンプ給 水 に切 り替 え られ た 。 そ して,残 りが カ ル ー地 で あ り,そ

18)ハ ル トゥー ムに あ る国 立 古 文 書 館Y'は,こ の 争 い を め ぐ るイ ギ リス側 の 資料 が 保 存 され て

　 い る。 古文 書 番 号"Northern　 Province　 2-16-213n。
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こはHAの 名 前 で政 府 に 登 録 し,借 地 耕 作 権 を得 た19)。　HAは,新 た に 政 府 か ら借 り

受 け た カル ー地 を 区分 け し,そ れ ぞ れ の 区 画 の 耕 作 権 を 村 人 個 人 個 人 に 与 え た 。 この

方 式 は 今 日で も踏 襲 され て お り,1989年 時 点 で 延 べ72人 の 村 人 が,カ ル ー地 の 耕 作権

を 得 て い る。 これ ら の結 果,水 の提 供 者(HA)と 土 地 の 耕 作 者 た ち との 間 に,収 穫

した作 物 の利 益 を分 配 す る取 り決 め が 結 ば れ る よ うに な った の で あ るが,そ の 問題 は

lV-2で 論 じた い 。

　 こ こで,HA計 画 全 体 の地 図 を 見 て お きた い 。 図5は,1964年5月27日 に作 成 され

た地 図 であ り,ダ マル 市 の 測 量 局 に保 管 され て い た もの の コ ピー で あ る。 縮 尺 は筆 者

が 書 き加 え た もの で あ るが,そ れ 以 外 は すべ て原 図 の ま ま こ こに掲 載 す る。

　 若 干 の 説 明 を 加 え れ ば,図 で"Haddam　 line"と され て い る と ころ が ギ ー フで あ り,

ジ ャ リフ地 と ジ ャ ジ ー ラ地 との 境 界 線 に な る。 した が って,そ れ よ りナ イ ル よ りの土

地 は ジ ャ リフ地 で あ る。 そ して,図 の上 部 の8aの 区 画 とそ れ に 隣接 す る8c,8d,9c,

9dか ら左 下 の20,22,24に 至 る,ナ イ ル と平 行 して走 る帯 状 の部 分 が,　HA計 画 の ポ

ンプで 給 水 され て い る ジ ャ ジ ー ラ地 に な る。 ま た,図 の 区画 番 号29の 一 部 お よび31,

33,34,38,40,す な わ ち"Govt."と 記 され て い る とこ ろ の周 辺 が カル ー地 で あ る。

先 に 記 した よ うに,こ の うち個 人 的 に 国有 地 を 借 り受 け,み ず か ら ポ ンプを 設 置 し,

家 族 労働 と若 干 の賃 労働 で耕 作 して い る33,38の2区 画 を除 き,他 は す べ てHA計 画

の 一部 とな り,HAの ポ ンプか ら給 水 を受 け て い る。

　 な お,今 日の観 察 と比 較 して,こ の地 図 に は い くつ か 注 意 しな け れ ば な らな い点 が

あ る こ とを指 摘 して お く。 ひ とつ は,"Govt."と 指 定 され た カル ー地 の 東側 の境 界 線

は 図 の よ うな一 直 線 で は な く,一 か所 で 外 側 に折 れ 曲 が って い る。 こ こは,H村 の

農 業 試 験 所 に属 す る実 験 農 場 と接 して お り,こ の30年 ほ ど の 間 に境 界 線 が変 動 した こ

と も考 え られ るが,測 量 ミスの 可 能 性 もあ る。 また,図 で は狭 い ジ ャ リフ地 に な って

い る3A,3Bか ら12Aに か け て の ナ イ ル沿 い の土 地 は,現 在 では 幅500メ ー トル を越

す ジ ャジ ー ラ地 に な って い る。 この場 合 は 測量 ミス とい うよ りも,ナ イ ル の堆 積 作 用

の結 果 とい え よ う。 この よ うに,こ の地 図 の ジ ャ リフ地 に 関す る部 分 は今 日の姿 とは

か な り異 な る と こ ろが あ り,ま た カル ー地 に 関 して も一 部 相 違 が あ るが,ジ ャジ ー ラ

地 に つ い て は あ る程 度信 頼 で き る もの とい え よ う。

　 現在,HA計 画 か らの ポ ン プで給 水 して い る カ ル ー地 では,　HAの 息 子 で あ るAH

の 指導 の も と,小 麦(gamh),ソ ル ガ ム(duraま た はzura),ソ ラ豆(ful　 misri)な

19)　 ダマ ル市 の測 量 局 に保 存 され て い る1964年 作 成 のHA計 画 の 地 図(図5の 原 図)に よれ ば,

　 ジ ャジ ー ラ地 は167.44フ ェ ッダ ー ン,カ ル ー地 は138.04フ ェ ッダ ー ンと記 され てい る。
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図5　 ダマルの測量局が作製 したHA計 画 の地 図

どの大規模耕作が行なわれている。毎年,作 付けされる作物が彼によって定められ,

耕作権をもつ村人はそれに従って作業をする。そ して,地 味を枯 らせないため,2

～3年 に1度 の割合で一部の土地を休耕させることになっている。なお,そ の年休耕

する土地 も,ト ラクターで耕 し起こし,地 中に日光を入れるように心がけるという。

このような休耕を取 り入れた数年単位の農耕サイクル(daura　 zira叮ya)は,農 地が細

分化 されているジャジーラでは行なわれていない。

　一方,個 人ベースで政府に登録 し,耕 作権を入手するカルー地のマタラ(掘 り抜き

井戸による灌漑農地)で は,ジ ャジーラ地と同様に,耕 作者独自の判断にもとづき農
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作業 が進 め られ る。 飼 料 用 の ソル ガ ム(ash　 baladi)や ク ローバ ー(barsim)の ほか,

ネ ギ な ど主 に 市 場 向 け の 野 菜 栽 培 が 行 な わ れ て い る。

　 　 (d)ハ ラ ー地

　 以 上 は,上 マ フ ムー ダ ブ とナ イ ル に挟 まれ た 土 地 ・農 地 に 関 す る もの で あ る。 それ

に た い し,村 の東 部 に は,ハ ラ ー(khala)と 呼 ぽ れ て い る未 耕 の 沙 漠 地 域 が 広 が っ

て い る。 つ い最 近 ま で,マ フム ー ダ ブの 人 々は そ れ らの 国 有 の土 地 を農 地 と して利 用

して い な か った。 しか し,1985年 ご ろか ら一 部 の 村 人 が個 人 ベ ース で 国家 に登 録 料 を

支 払 い,村 か ら2.5～3キ ロほ ど離 れ た ハ ラ ー地 の一 部 の耕 作 権 を手 に 入れ,農 地 と

して使 用 す る よ うに な っ て きた 。 当 然 な が ら,井 戸 を掘 り,ポ ンプ に よ って 地 下 水 を

汲 み 上 げ灌 漑 す る もの であ り,そ の農 地 は,カ ル ー地 の場 合 と同 じ くマ タ ラと呼 ば れ

て い る。

　 ハ ラー地 に お け る マ タ ラ耕 地 利 用 の実 態,な らび に それ に要 す る費 用 を知 るた め に,

AmIの 場 合 をみ てみ た い。 彼 は,85年 に10フ ェ ッダ ー ンの土 地 の借 地 耕 作 権 を500ポ

ン ドの登 録 料(rusUm　 al‐tasjil)を 払 って 入 手 し,さ らに6フ ェ ッダ ー ン分 も追 加 分

(idafa)と して手 に 入 れ た 。 契約 期 間 は10年 で あ り,更 新 も可 能 で あ る。 彼 が 最初 に

行 な った こ とは,村 の近 くで キ ャ ン プを して い た ベ ジ ャ系 ハ デ ン ドワ人(Haden-

dowa)の 遊 牧 民 を 雇 い,井 戸 を掘 らせ た こ と で あ る。 労 賃 は1ラ ー ジル(rajil)20)当

た り50ポ ン ド。4人 が か りで15日 か か って4.5ラ ー ジ ル(約8メ ー トル)の 井 戸 を 掘

った。 それ か らそ こに,イ ン ド製 の デ ィ ーゼ ル ・ポ ンプ を設 置 し,畑 に給 水 を 開 始 し

た。 な お,そ の ポ ンプは,84年 に2,850ポ ン ドで購 入 した ものだ とい う。

　 以 上 は,86年 の 調 査 の 際 にAmIか ら直接 聞 い て得 た 数 字 で あ る。 そ して,89年 に

再 会 した と きに 彼 は,も うひ とつ別 な井 戸 を 自分 が 借 り受 け た ハ ラ ー地 に掘 らせ て い

た 。 そ の際 の手 間賃 は,1ラ ー ジル 当 た り330ス ー ダ ン ・ポ ン ドで あ る とい った 。 ま

た,ポ ン プ も,13,500ポ ン ドに 上 が って い た。

　 な お,こ の よ うに 労 賃 が4年 間 で6.6倍 と急 上 昇 した説 明 と して,彼 は エ コ ロジ カ

ル な理 由 を あげ た。す な わ ち,彼 が最 初 の井 戸 を掘 った85年 に は 沙 漠 の 乾 燥 が激 し く,

ハ デ ン ドワ遊 牧 民 は ナ イル 流 域 の 村 落地 帯 に大 勢 集 ま って きて いた
。 した が って,人

手 が豊 富 で あ り,比 較 的 低 賃 金 で彼 らを雇 うこ とが で きた の で あ る。 そ れ に た い し,

88年 に ス ー ダ ンを 襲 った 大 雨 の た め,89年 に は 彼 らの 多 くは東 部 の沙 漠 地 帯 に移 動 し,

20)約174セ ンチ ・メ ー トル 。 これ は ほぼ 成 年 男性(ス ー ダ ン ・ア ラ ビ ア語 で ,ラ ー ジルrajil)

　 の 身 長 に 匹 敵 す る といわ れ て い る。
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したがって遊牧民の労働力が相対的に不足にな り,結 果 として賃金の大幅な上昇を招

いた というのである。また,イ ン ドから輸入しているポンプの値段の上昇は,国 際通

貨市場におけるスーダン ・ポン ドの価値の下落によるところが大きい,と 彼は考えて

いた。

　AmIは,ハ ラー地のマタラにおいて,飼 料用 ソルガム,野 菜,小 麦などの栽培を

行なっている。その うち,小 麦畑の一部を,隣 村にある農業試験所のパイロット・フ

ァームとして使用させている。耕作は試験所の職員が行ない,AmIは 土地　　正確

には,そ の耕作権　　を貸すだけである。収穫物は,実 験資料 となる一部を除いて

AmIの ものとなる。また,耕 作に使用 した水の費用に関 しては,農 業試験所側が,

一定金額をポンプの所有者であるAmIに 現金で渡す という。

　このマタラ耕地での主たる労働力は,彼 とその父親IAmで ある。農業試験所の電

話交換手を しているIAmは,時 間があけばハラーのマタラ耕地に出かけている。一

方,AmIはJ村 の男子小学校の教員であ り,放 課後や休 日である金曜などに耕作を

している。

図6　 土地の区分と収穫者分配の取り決め
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　以上が,マ フムーダブの村人が主 として耕作 している土地の区分の説明である。灌

漑方式ならびYT所有形態の相違 と組み合わせて整理 して図示したものが図6で ある。

なお,図 の下半分に書かれている収穫物配分方式に関 しては,N-2で 改めて詳 しく

述べる。

4.畑 作 りと給 水

次に,実 際の畑作 りの過程 と給水のや り方を,具 体的に順を追って紹介する。

　 (a)畑 作 リ

　 マ フ ム ー ダブ に お い て,灌 漑 を行 な う必 要 の な い ジ ャ リフ地 　 　 そ こで の掘 り棒 を

使 う耕 作 は す で に ふれ た 　 　を 除 く,ジ ャジ ー ラ地 と,カ ル ー地 の ナ イ ル灌 漑 耕 地,

そ して カル ー地 とハ ラー地 の マ タ ラ耕 地 は,お お よそ 次 の よ うな4つ の段 階 をふ ん で

畑 と して整 地 され,播 種 が で きる よ うに な る。

　 (1)犂 耕(hart)　 　 畜 力 も し くは 機 械 を 用 い て,前 回 の収 穫 の後 放 置 され て い

た 農 地 を犂(mahrat)を 用 い て 耕 す 。 畜 力 と しては,牛 が2頭 一 組 にこな っ て 利 用 さ

れ る。 トラ クタ ーは,耕 地 面 積 の広 い カル ー地 や マ タ ラ耕 地 で使 わ れ る場 合 が あ るが,

村 に は 数 台 しか な く賃貸 され る こ とが多 い。 ち なみ に 賃 貸 料 は,耕 地1フ ェ ッ ダー ン

当 た り,1985年 で は25ポ ン ドほ ど,86年 で は30～35ポ ン ドほ どで あ った とい う。 また,

面 積 単 位 で は な く,使 用 時 間単 位 で貸 す こ と もあ り,86年 に は1時 間 当た り50ポ ン ド

で 貸 与 され て い た21)。そ して,89年 に は値 上 が りが 激 し く,1時 間 当 た り100ポ ン ド

ほ ど とな って い た。

　 な お,犂 耕 の後 に,前 回栽 培 した作 物 の 根 や 茎 が 畑 に か な り残 って い る場 合,大 型

の 金 属 製 熊 手(shambaka)を トラ ク タ ーに つ け,そ れ ら を除 去 す る作 業(shimbik

と呼 ぽ れ る)を 行 な う こ とも あ る。

　 (2)地 な ら し(gassab)　 　 ガ ッサ ー ビー ヤ(gassabiya)と 呼 ぼ れ る木 枠 を 用 い

て 地 面 を な ら し,平 らにす る。 これ は畜 力 に 頼 り,や は り牛2頭 を用 い る。

　 (3)畑 の 区分 け(qa‡aC)　 　 大 き な 水路 は 既 に 設 け られ て い るが,畑 に 直接 つ な

が る小 さな 水路 は この段 階 か ら作 られ る。 畑 を 小 区 画(ホ ー ドと呼ば れ る)に 分 け る

21)一 般 に,一 時 間では2フ ェッダーンほ ど耕す ことが可能であ るといわれてい る。 したが っ

　 て,計 算上は,面 積あた りではな く,時 間あた りで借 りたほ うが 厂経済的」に有利であ ると

　　厂われわれ」は考え がちであ る。だが,そ の よ うな質問を して も,彼 らはそれほ ど目立 った

　 反応を しない。 これな ども,彼 我の 「経済合理性」の相違を考え る場合の ヒン トにな るであ

　 ろ う。
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写真2　 ワース ークに よる畑の地 な らし

た め に,犂 を用 い て耕 地 に 深 く溝 を 刻 み こみ,線 引 きをす る。 そ こで で きた 小 さな 土

盛 りの部 分 と溝 の部 分 が,そ れ ぞ れ 畦 と水 路 との 目安 とな る。

　 (4)畦 の土 盛 り(raf・)　 　 次 に,ワ ー ス ー ク(wasuk)と い う道 具 を用 い て,畦

(tagnat)の 部 分 に きち ん と土 を盛 り上 げ,水 路 も広 げ る。 ワース ー クは,木 製 の 小

型 地 な ら し道 具 で あ り,2人 一 組 に な って使 う。 ひ と りが 柄 を も ち,も うひ と りが そ

れ に付 い た ヒモを 引 っ張 り,協 力 して 作 業 を す る(写 真2)。

　 (b)畑 への給水

　次に,給 水のや り方を簡単に説明しておきたい。図7は,先 にふれたHA計 画の水

路の概略図である。これは,86年 調査時に,HA計 画のポンプからの給水網を調べ,

それを先に掲載 した図5に 書き込んだものである。 ここで,大 と中の給水路の位置は

ほぼ正確であるが,小 水路に関しては,作 図上からも大まかな水の流れの方向のみを

記 した。 したがって,こ の図の小水路の数 ・長 さなどは正確ではない。

　図のダナブdanab水 路(ナ イル増水後の農作業開始の時期には1土 砂で埋 まった

この水路を堀 り起す共同労働=ナ フィールが必要 となる。そのことについてはN-4

でふれる)か ら取 り入れられたナイルの水は,ポ ンプで吸い上げられ,そ こから図の

ような流れを通 して,そ れぞれの耕地区画に配分 される。ポンプの操作に関しては,

AHの 屋敷地に居住 している,オ ン ドルマーン市出身のHBが 責任をもってお り,農
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図7　 HA計 画 の今 日の水路網概略図

繁 期 の10～12月 ごろ な ど,彼 は毎 晩 ポ ンプ小 屋 に 泊 ま り込 み,寝 る間 も惜 しん で ポ ン

プを 回 す ほ どの忙 し さで あ る。

　 な お,図7と そ の も とに な った 図5と を 比 較 す れ ぽ 明 らか に な る よ うに,今 日の

HA計 画 の給 水 網 は,か つ て のそ れ よ りも規 模 が 小 さ くな って い る。 図5の 原 図 が描

か れ た1964年 にHAか ら給 水 を受 け て い た と思 わ れ る17a,17bか ら22 ,24に 至 る帯 状

の地 域(図7で は ア ミを か け て い る)が,今 日で はHA以 外 の ポ ンプか ら水 を 提 供

され て い る。 これ は,近 年 ポ ン プの 個 人 所 有者 が増 え,HA計 画 に依 存 しな くて も耕

作 で き る者 の数 が 増 加 して きた こ とを 示 して い る。

　 また,各 畑 に 給 水 す る水 路 は,幅 の 広狭 に か かわ らず,一 般 に ジ ャ ドワル(jadwal)

と呼 ば れ て い る。 これ は,ポ ンプ近 くの も っ と も広 い と こ ろ で1～1.5メ ー トル ほ ど,
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末 端 の と ころ で10セ ンチ ぐらい の幅 が あ るas)。畑 の1区 画 は ホ ー ド(hud)と 呼 ぼ れ

て お り,土 盛 りの 畦(タ グナ ト)に よっ て他 か ら区 別 され て い る。

　 次 に,ホ ー ドへ の給 水 の 仕 方 を 図 を用 い て説 明 しよ う。 た だ し,こ れ は私 が実 際 に

観 察 した ネ ギ,ヘ ンナ,ク ロ ーバ ー な ど の畑 の 場 合 で あ る。 な お,こ の他 の野 菜 専 用

の 畑 で は,作 付 け され る野 菜 の種 類 に よ って畦 お よび水 路 の作 り方 が これ とは 異 な る。

また,カ ル ー地 に おけ る小 麦,ソ ル ガ ム,ソ ラ豆 な ど の大 規 模 耕 作 は,こ れ まで の2

回 の 調 査 に お い て,水 不 足 な どのた め に耕 作 が 遅 れ,残 念 な が ら給 水 のや り方 を直 接

観 察 す る機 会 に 恵 まれ な か った。

　 図8に お い て,a1～c3は そ れ ぞ れ ホ ニ ドで あ り,斜 線 の 部 分 は ジ ャ ドワル,す な

図8　 畑 への給水

22)中 部 ス ー ダ ンな ど では,水 路 を そ の 幅 の 長 さY'よ って,「 ア ブ ー ・イ シ ュ リー ン」 や 「ア

　 プ ー ・シ ッタ」 と呼 び,マ フ ム ー ダ ブの 隣 りのH村 の 農 業 試 験 所 で もそ の用 語 を使 って い

　 る。 しか し,マ フム ー ダ ブ の住 民 は,そ うい う言 葉 を知 っ ては い て も,実 際 に 自分 た ち の給

　 水 路 を 呼 ぶ 言 葉 と して は 用 い な い 。
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わ ち 両脇 に盛 り土 が な され た 水 路 で あ る。 い ま水 が矢 印 の方 向 に 流 れ て い る とす る。

この9つ の ボ ー ドに給 水 しな い と きは,sの 位 置 に 簡 単 な 堤 を 築 き,水 が こ の 内部 に

入 っ て こな い よ うに して お く。 給 水 しよ うと した と きに は,sの 堤 を くわ な どで 壊 し,

そ の部 分 に あ った 土 をrの 位 置 に持 って きて新 た な堤 を 築 く。 す る と,こ れ まで これ

らの ホ ー ドと無 関 係 に 流 れ て い た 水 が これ ら9つ の ボ ー ドに つ な が る水 路 に 流 れ る よ

うに な る。 最 初,主 水 路 か ら も っ と も遠 いalに 給 水 し よ う とす る と,　b,　c給 水 用 の

水 路 の給 水 口であ るp1,p2の と ころを 土 で塞 い で お く。 水 はx1の と こ ろの 開 口部 分

　 　 ア バ ガ(abaga)と 呼 ぼ れ る　 　 か らa1に 流 れ 込 む 。 そ の ボ ー ドが充 分 給 水 さ

れ た な らば,次 に は,x2の 部 分 の 土 盛 りを壊 し,そ こ に あ った 土 をy2の 場所 に 持 っ

て き て堤 を 築 く。これ に よ って水 はa1に は 流 入 せ ず,a2の ホ ー ドに入 る こ とに な る。

同様 に,x3を 開 口 しy3に 堤 を 築 くこ とに よ って,ホ ー ドa3へ の給 水 が 始 ま る。

　 a1～a3す べ て の給 水 が 終 了 す る と,次 はpl部 分 を開 け,　q1に 堤 を築 く。 これ で,

水 はaの3つ の ホ ー ドに は 流 れ ず,bに 流 れ る こ とに な った わ け で あ る。　aの 場 合 と

同 じや り方 で,b1～b3へ の給 水 が 終 わ る と,　p2を 開 い てq2で 水 を 止 め,　c1～c3へ

の給 水 を行 な う。 これ らの 作 業 が す べ て終 了 した な らば,rの 止 水 堰 を壊 し,そ の 土

をsの 位 置 に も っ て くる。 そ して 右 側 の給 水未 完 了 の畑 へ の給 水 を 始 め る ので あ る。

これ が 各 ボ ー ドへ の 給 水 方 法 の 原 則 で あ る。 な お,こ こ で は 主 水 路 か ら遠 い ホ ー ド

(a)か ら始 め,近 い ホ ー ド(c)で 終 わ る順 序 の例 を示 した が,そ の逆 の 順(近 い ホ ー

ドか ら遠 い ホ ー ドへ)で 給 水 す る例 を観 察 した こ と もあ る。 した が って,特 に 確 認 し

写真3　 ホ ー ドへの給水一 手前のホー ドへの給水 を終 え,次 のホ ー ドへ給水を始めた ところ
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たわけではないが,おそ らくどちらの順序が正 しいとい うことではないのであろ う(写

真3参 照)。

5.農 作物

　　(a)作 物 の種 類

　 マ フ ム ー ダ ブで 作 られ て い る 農作 物 には,(1)人 間 の 主 な 食 料 で あ る何 種 類 か の種

な しパ ン23)の 原 料 とな る小麦(gamh),ソ ル ガ ム(duraま た はzura),ト ウモ ロ コ

シ(zura　 shami,　dura　shamiま た はash　 rif)な ど,(2)家 畜 の 飼 料 に な る丈 の短 い ソ

ル ガ ム(・lsh　 balad),ク ロー バ ー(barsim),豆 類,な ど,(3)商 品作 物 で大 きな現

金 収 入源 とな る ヘ ンナ(hinny),(4)自 家 消 費 用 な らび に 市場 用 の 野菜 ・果 物,な ど

が あ る。 市 場 用 の野 菜 と して特 に重 要 な のは,大 量Y'栽 培 され る ソ ラ豆(ful　 mi§rl),

ネ ギ(basal)な どで あ る。

　 これ らの なか で,パ ンの原 料 と な る穀 物 類 が,マ フ ム ー ダ ブの最 重 要 農 作 物 とな っ

て い る と思わ れ るか も しれ な い。 確 か に,村 の大 規 模 農 耕 を 代 表 す るHA計 画 の カ

ル ー地 で は,毎 年 の冬 作 と して小 麦,ソ ル ガ ム,さ らに 市場 作 物 で あ る ソ ラ豆 が耕 作

され る こ とが 多 い。 しか しなが ら,村 人 の 語 る と ころ で は,彼 らは パ ンの原 料 を必 ず

し もす べ て 自給 して い るわ け では ない 。 正 確 な 割 合 は 分 か らな い が,か な りの分 量 の

穀 物 を,彼 らは ダ マ ル市 の 市 場 で 購 入 して く るの で あ る。 そ れ は,こ の村 の農 地 の生

産 性 が低 いた め だ け では ない 。 そ もそ も,彼 らに は,穀 物 を 自給 しな けれ ぽ な ら な い

と い う考 えが な い の で あ る。 彼 らは,経 験 か ら,小 規 模 農 耕 の マ フム ー ダ ブ で生 産 さ

れ る穀 物 類 の コ ス トが 割 高 に な る こ とを知 って い る。 そ して,ス ー ダ ン東 部 の ガ ダ ー

レフ地 域 な どの 天 水 に 依 存 す る夏 季 の ソル ガ ム耕 作 地 で の生 産 性 が高 く,そ れ らを 市

場 で買 った ほ うが 安 価 で 経 済 的 で あ る と考 え て い る。 もち ろ ん,自 家 消 費 用 や 市 場 用

に 穀 物 を 生 産 して い る もの もい るが,多 くの村 人 はむ しろ別 な商 品 作 物 を 作 り,そ れ

を 売 却 して 手 に 入 れ た 現 金 で 穀物 を 買 う こ とを,ま った く当 然 の こ と と考 え て い るの

で あ る。 そ の 意 味 に お い て,マ フ ムー ダブ は 自給 自足 的 な農 村 と い うよ りも,貨 幣 を

用 い る商 品 経 済 の 世 界 に 完 全 に 漬 か った村 落 で あ る とい え る の で あ る。

　 彼 らが 市 場 用 に 生 産 す る商 品作 物 の なか で も,も っ とも重 要 な もの が ヘ ン ナ とネ ギ

23)　 マ フムーダブな ど北 スーダ ンの人 々の食べ ている 「種 な しパ ン」 には,イ ー シュ ・ラギー

　 フ(cish　 raghif,単 にイ ー シ ュと呼ばれ る ことが多 い),キ ス ラ(kisla),ゴ ッラーサ

　　 (qurra§a)な どがあ る。イー シュは村や町 のパ ン製造所(tabuna)か ら購入 して くるもので,

　 小麦製の丸パ ンであ る。 キスラは ソルガム,ゴ ッラーサは小麦 をそれ ぞれ原料 としてお り,

　 ともに 自家製 であ る。形状か らいえば,キ スラは直径70～80セ ンチの 「クレープ」,ゴ ッラー

　 サは30～40セ ンチの 「お好 み焼 き」 とでもいお うか。
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であ る。 そ れ らを 個別 的 に 見 て い こ う。

　 (b)ヘ ンナ

　 ヘ ンナ は 多年 生 の灌 木 で あ り,そ の葉 は人 体 を装 飾 す るた め の染 料 とな り,中 東 社

会 で 広 く使 われ て い る。 結 婚 式 な どの祝 い事 の際 に,手 ・足 や 指 を 染 め た り,そ こに

ア ラベ ス ク模 様 を描 い た りす る際 に用 い られ る。 ま た,熱 冷 ま しや 皮 膚 を 固 くす るた

め に 用 い る こ と もあ る[cf.片 倉 　 1984]。 ヘ ンナ に よって 赤 黒 く染 色 され た 身体 部 位

は,長 け れ ぽ数 か 月 そ の 色 が 消 え な い。

　 ヘ ンナは 挿 し木(judul)に よ っ て作 付 け す る。 一 か所 に3～4本 の 小 枝 を挿 し木

して,15～20日 に1回 の割 り合 い で給 水 す る。 成 育 を 良 くす るた め に,雑 草 除 去 も行

な う。5か 月 ほ どす る と30～40セ ンチ ほ どの 高 さに な るの で,そ れ を地 上 か ら5～10

セ ンチ くらい の と ころ か ら刈 り取 る。 それ が第 一 回 目の ヘ ンナ の収 穫 とな る。 それ 以

降,同 じ要 領 で給 水 し,木 の高 さが1.5～2メ ー トル ほ ど に な った と こ ろで,ま た 刈

り取 る。 このや り方 を繰 り返 せ ば,年 に2～4回 ヘ ンナを 収 穫 す る こ とが で き る。

　 刈 り取 った ヘ ンナ の枝 は,そ の場 で 日光 に あ て4～5日 ほ ど乾 燥 させ る。それ か ら,

棒 で 叩 き,枝 と葉 とを分 離 す る。 こ の作 業 は,村 人 よ りも遊 牧 民 が 賃 労 働 と して行 な

うこ とが 多 い。 枝 か ら分 かれ た葉 の部 分 を集 め,袋 詰 め して 市 場 に 運 ぶ 。 枝 の部 分 は

家庭 に運 ばれ 燃 料 とな る。

　 こ こで,ヘ ンナ が どれ ほ どの現 金 収 入 を もた らす か を 具 体 例 で考 え て み た い。

　 KhAが 語 る と こ ろ で は,彼 の 父 が ジ ャ ジ ー ラ 地Y'も つ2つ の 畑(そ れ ぞ れ 約

3,700m2と1,850m2)で は,1986年 の12月 に ヘ ンナ の収穫 を した。 遊 牧 民 を雇 い,刈

り取 り ・葉 落 し ・袋 詰 め の作 業(そ れ ぞ れhashsh,　 duqq,°ubuwaと 呼 ぶ)を させ た 。

そ の結 果,26袋 と20袋 の ヘ ンナ の葉 を 得 る こ とが で き,市 場 に 出 荷 した。 当時,ヘ ン

ナ の市 場 価 格 は1袋(shwwal)拗 当 た り85ポ ン ドで あ っ た の で,計 算 上KhAの 父 は,

85×(26十20)=3,960ポ ン ドの現 金 を 得 た こ とに な る。

　 当時,遊 牧 民 の労 賃 は1袋 当た り8ポ ン ド,そ して 袋 代 は1袋3ポ ン ドで あ った 。

そ こで,(8+3)×(26+20)=506ポ ン ドが 収 穫 時 の 出費 とな る。

　 ま た,KhAの 父 の 畑 はHAポ ン プ計 画 の 一部 で あ り,そ こか ら水 を提 供 して も ら

って い る。次章 で 詳 述 す るが,こ の 場 合 水 の 提 供 者(現 在 のHA計 画 の総 責任 者AH)

は,収 穫 物 の市 場 で の販 売 価 格(こ こ で は3,960ポ ン ド)か ら必 要 出費(同 じ く506ポ

24)ヘ ンナ1袋 あた りを重 量 の単 位 で1ゴ ン タ ール(quntar)と 呼 ぶ。 約45キ ロ ・グ ラ ムで あ

　 る。
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ン ド)を 差 し引 い た 金額 の半 分 を手 に入 れ る権 利 が あ る。 す な わ ち,給 水 者 と して の

AHと 畑 の所 有 者=耕 作 者 と して のKhAの 父 は,収 穫 か ら得 た 現 金 を折 半 す るの で

あ る。 そ の結 果,彼 らは そ れ ぞれ,(3,960-506)÷2=1727ポ ン ドの 収 入 が あ った と

考 え られ る。

　 な お,ヘ ンナ は 年 に2～4回 収 穫 が可 能 といわ れ て い る。 そ こで,こ の ヘ ンナ畑 か

ら年3回 収 穫 が 可 能 で あ る と想 定 す る と,KhAの 父 は年 間5,181ポ ン ドの収 入 を こ こ

か ら得 る こ とに な る。 す な わ ち,平 均 す る と,1か 月432ポ ン ドほ どの 現 金 収 入 に な

る。

　 こ の数 字 は,KhAな どか ら得 た情 報 を も とに筆 者 が 計 算 した もの で あ り,こ こで

考 慮 され て い な い 出 費 な ども あ った 可 能 性 が あ るの で,実 際 の収 入 は これ よ り少 な い

と も考 え られ る。 しか し,ヘ ンナ耕 作 か ら の現 金 収 入 に関 す る一 応 の 目安 とみ る こ と

は で き よ う。 な お,KhAの 家 族 は,こ の 畑 の他 に も,ジ ャ ジ ー ラ地 お よび ジ ャ リフ

地 に 数 ヵ所 の 畑 を も って お り,HA計 画 内 の カル ー地 で の借 地 耕 作 権 も も って い る。

　 (c)ネ ギ

　 ネ ギ も マ フ ム ー ダ ブで も っ と も よ く栽 培 され て い る商 品 作 物 の ひ とつ で あ る。 年 中

収 穫 可 能 な ヘ ンナ とは 異 な り,ネ ギ は冬 作 で あ る。 最 初 苗 床 に播 種 し,40～60日 ほ ど

で 高 さが20～30セ ンチ ぐ らい に な った ら,移 植(shatl)の 準 備 をす る。 この 作 業 は,

村 の 子 供 を雇 って行 な わ せ る こ とが 多 い。 まず,苗 床 か らネ ギ の苗(masmas)を 根

写真4　 ネギの苗の移植
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を 傷付 け な い よ うに抜 き取 り,数 十 本 集 め て1束 に す る。 す べ て の 苗 を抜 き取 る の に

数 日か か る こ とも あ る ので,最 初 に抜 き取 られ た 苗 は 数 十 束 ま とめ られ,根 の 部 分 が

乾燥 しな い よ うに土 を か ぶ せ られ て,畑 のか た わ らに 保 存 され る。 そ の よ うな ネギ の

苗 の 山 を,kum　 al-masmasと 呼 ぶ 。 な お,保 存 の際 に,移 植 後 の成 長 を 良 くす るた め

に,ネ ギ の先 端 部 を 数 セ ンチ 切 り捨 て る(写 真4)。

　 移植 す る場 合,苗 ど う しの 間 隔 は10～15セ ンチ ほ どあけ る。 当 日給 水 し,そ の4日

後 に また 給 水(こ れ をmushaと 呼 ぶ)す る。 そ れ 以 降 は1週 間 ご とに 水 を 与 え,4

か 月 ほ どで収 穫 で き る。

　 ネギ の 市 場 価 格 は,1986年 当 時,1袋(お お よそ100×60セ ンチ の大 き さ)当 た り

60ポ ン ドほ どで あ った。 なお,移 植 のた め に雇 った子 供 た ち の手 間 賃 は,同 じ く86年

に お い て,1ホ ー ド当 た り0.5～0.75ポ ン ドで あ る といわ れ てい た 。

】V.灌 漑 農耕をめ ぐる社会的諸関係

1.農 作業にかかわ る人hの 関係

　前章では,マ フムーダブにおける灌漑農業のあ り方の概要を述べた。その知見にも

とづき,本 章では,実 際の農作業を実施する際に,人 々が作 り出す社会関係のいくつ

かの側面を紹介 したい。そのなかでももっとも重要と思えるのは,こ れ までにも示唆

してきたように,こ の村では農業生産V'関 与する貴重な資源を誰が提供するかによっ

て,農 業収穫物が分配される取 り決めがみられることである。 まず この取 り決めを少

し詳 しく論 じたい。

　 さらに,農 作業をめ ぐって村人同士の間でさまざまな協力と対立関係も見 られる。

その例 として,こ こでは,ポ ンプ設置をめぐる問題,協 同作業と前借 り関係,さ らに

公的組織 としての農業組合にふれる。

　HAポ ンプ計画の実現にあた り,村 外 とのネットワーク,つ まりオン ドルマーンの

マフディー事務所 との関係が決定的に重要であったことについてはすでにふれた。実

際の農作業においても,マ フムーダブの村人以外の労働力に頼る部分がきわめて大 き

い。その点について,西 スーダンからの出稼ぎ民および季節的移動生活をしている遊

牧民,こ の両者がマフムーダブの農作業において果たす重要な働きを指摘 しておきた

い。
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2.収 穫物分配の取 り決め

　 (a)水 と土地 と労働力

　マフムーダブにおいては,農 業生産物もしくはそれを市場で売却 した後の現金収入

の配分をめ ぐって,き わめて興味深い取 り決めの慣行を見出す ことができる。それは,

この村の農耕に欠かせない3つ の要素,す なわち,水,土 地,労 働力を誰が提供す る

かに応 じて,定 められるものなのである。

　この取 り決めは,ひ とつの耕作地においてこれら3要 素が2人 以上の人hに よって

提供されている場合に成立することになる。 したがって,同 一人物が給水者であ り,

土地所有者であ り,か つ実際の耕作者であるような場合には,こ のような取 り決めは

見られない。たとえば,人 為的な給水の必要がなく,土 地の所有者が耕作者でもある

ジャリフ地では,そ の給水者=土 地所有者=耕 作者が,自 分の責任 と判断のもとで実

施 した農作業の収穫物すべてを自分の物として所有 し,自 分の意思によっていか よう

にも処分することができる。同じことが,賃 雇い労働力に頼 る最初の井戸掘削を除い

て,土 地の登録者,給 水者,耕 作者が同一人物,も しくは同一家族内でまかなえるカ

ルー地やハラー地のマ トラ耕地にもあてはまる。さらに,ジ ャジーラ地であっても,

自分でポンプを購入し,自 分が所有 し耕作 している畑にだけ給水している農民にとっ

ては,直 接関係する取 り決めではない。 しか しながら,こ れら3要 素の提供者が異な

ることの多いジャジーラ地の大半,さ らにはHAポ ンプ計画に組み込まれたカルー

地などにおいては,こ のような収穫の配分がきわめて重要な問題になってくる。

　このような取 り決めは,HAポ ンプ計画が1951年 に実現 し,そ れか らしぽらくの間

はその計画に参加 した人hの 間だけで保持されてきたと思われる25)。しか し,先 にも

指摘しておいたように,近 年,自 己資金でポンプを購入し,直 接ナイルか ら灌漑を行

なお うとする村人が登場 し始めた。そ して彼らは,HAポ ンプ計画か ら離脱 して,そ

れまで結んでいた収穫物分配の取 り決めを解消するようになった。

　さらにまた,こ の新設ポンプ所有者の畑に隣接した畑の所有者の一部が,HAの ポ

ンプよりもこの新 しいポンプを通 して給水 してもらうことを選択する場合も生 じてき

た。その結果,彼 らは新 しい給水者 との間に新たな取 り決めを結ぶことになった。そ

の新 しい取 り決めは,HAの それ とほぼ同 じ場合もあれば,少 々異なる場合もみられ

る。 このような状況の変化を念頭におきながら,ま ず,HA計 画の取 り決めから紹介

25)　 ポ ンプ導 入以前 のサ ーキヤ時代における収穫物分 配の取 り決めに関 しては,情 報 を入手 で

　 きなか った。
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して い きた い。

　 (b)HA計 画のポンプの場合

　ジャジーラ地を私有 し,そ こを自分で耕作 してお り,給 水だけをHAの ポンプか

ら受けている者は,原 則として農業収益を給水者であるHAと 折半する。その場合,

肥料,農 薬,収 穫用の袋などの代金といった 「必要出費」に相当する分を,収 穫総量

からあらか じめ差 し引き,残 った収穫物が分配の対象となる。その際,収 穫された作

物そのものを折半することも可能なら,そ れらを市場に出荷してそこで得た現金収益

を分けあ う場合もある。

　HA計 画の総責任老AHに よれぽ,細 分化されたジャジーラ地の所有者は,今 日で

は延べ2,000人 ほどにのぼるとい う。そのなかには,近 年の産油国への出稼 ぎや国内

での移動などによって,一 時的に村を離れ自分の土地を耕作できない者 も少なくはな

い。一説では,数 十人の村民が湾岸産油国に出稼ぎ労働老となって出かけているとい

われている。

　このように一時的に村を離れているジャジーラ地所有者は,親 族 ・隣人などに自分

の畑の耕作権を離村 している期間だけ貸与する。貸与された者　　ここでは 「用益権

所有者」と呼ぶ　　は,そ の期間中はその土地の農耕に関して一切の責任をもつ。 し

たがって,彼 と給水者 との間で,収 穫物分配の取 り決めが結ばれることになる。ただ

し,こ の場合には,耕 作に必要な出費を差 し引いた残 りの収穫物の8分 の1を,村 か

ら一時的に離れている元来の 「土地所有者」に与えることになっている。 この 「一時

的不在地主」の取 り分をカ リジュ(karij)と 呼ぶ。そ して,カ リジュを差 し引いた

残 りを,耕 作者と給水者との間で折半するのである。したがって,こ の場合,必 要出

費分を差 し引いた収穫物の うち,給 水者(す なわちAH)が その16分 の7を 取 り,不

在の土地所有者が8分 の1,そ して実際の耕作者が16分 の7を 取るという計算になる。

なお当然のことながら,カ リジュは収穫物を市場で売って手に入れた現金によって支

払われる。

　次にカルー地である。先にふれたように,こ こは現在ではHAの 息子AHの 名前

でスーダン政府から10年契約で借 りている土地である。 しかし,契 約の更新は容易で

あり,実 質的にはAHの 私有地にも近い状態になっている。

　 140フ ェッダーン弱ほどのHA計 画内カルー地は,72の 小区画に分けられている。

そ して,計 画の総責任者AHに よって,そ れぞれの区画の用益権は農民個人個人に

与えられている。 しか し,個 々の耕作者が責任をもって自分の畑を耕作するジャジー
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ラ地 とは異な り,カ ルー地の作付計画はすべてAHが 決定 し,用 益権を所有 してい

る耕作者たちはそれに従いながら農作業を実施する。ジャジーラ地のように細分化さ

れてはいないカルー地では,計 画的な大規模耕作が可能であ り,最 初の耕起 もトラク

ターを導入 して全体的に行なわれる。 この トラクターの賃貸料を初めとす る農薬,肥

料などの必要出費を差 し引いた残 りを,土 地の登録者であ り給水者でもある計画の総

責任者すなわちAHと,用 益権所有者であ り実際の耕作者でもある村人との間で折半

する取 り決めになっている。

　 1989年 の時点で,カ ルー地の用益権を得ている農民は,小 区画の数 と同様に延べ72

名である。その うち,単 独で6区 画の用益権を得ているものが1名,4区 画が4名,

3区 画が4名,2区 画が6名 いる。 したがって,実 質的には41名 の農民がこの農地内

での耕作に参与 していることになる。その大半が上マフムーダブの住民であり,下 マ

フムーダブの住民は1名(た だ し,彼 は4区 画の用益権をもっている),北 隣 りのH

村の住民が1名 加わっているだけである。

　以上,HA計 画のポンプにおける収穫物分配の取 り決めを見てきた。 このようなや

り方は,HA以 外のジャジーラ地への給水者 と,そ れに依存する耕作者 との間でもみ

ることができる。すなわち,一 部のポンプ所有者は,自 分のポンプを使って給水 して

いる耕作者 との間で,HAと 同様の収穫物を折半する取 り決めを結んでいる。

　 (c)SA所 有のポンプの場合

　 これらとは異なった取 り決めもマフムーダブにはみ られる。それは図5の6aの 農

地に近年ポンプを設置 したSAが,彼 から給水を受けている農民たちとの間で結んで

いるものである。

　 SAの ポンプに関する取 り決めにおいては,現 金収入源としてきわめて有利なネギ

とその他の作物 との間で取 り分に相違がある。ネギの場合には,総 収穫量の4分 の1

を給水者であるSAが 取 り,残 りを土地所有者=耕 作者が得る。一方,ネ ギ以外の野

菜や飼料などの場合,SAの 取 り分は3分 の1に 増え,土 地所有者=耕 作者が残 り3

分の2を 取る。SA自 身の説明によれば,こ の相違は,市 場価格が高いネギの場合,

収穫の4分 の1を 得るだけで,給 水者はポンプを作動させる経費をカバーし,そ の上

利益を得ることができるからである。なお,ネ ギの場合に限 り,給 水者SAは,自 分

の取 り分のネギの収穫時の出費,す なわち臨時に雇 う農業労働者への手間賃および収

穫用の袋代を自分で負担 しなければならない。ちなみに,89年 の時点で,手 間賃は1

袋あた り10ポンド,袋 代は5ポ ンドであった。その他の作物に関しては,こ れ ら収穫
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時の出費は耕作者の負担である。また,肥 料,農 薬など,収 穫以前の農作業を進める

上で必要な出費は,作 物の種類にかかわらず,す べて耕作者の負担 とされる。

　SAの ポンプにおいても,土 地所有者と耕作者 とが異なる場合も生 じうる。その際

は,全 収穫量の8分 の1(カ リジュ)が 土地所有者のもの とな り,給 水者はネギの場

合には4分 の1,そ の他の作物の場合には3分 の1を 取る。そして,残 りが耕作者の

取 り分となる。したがって,計 算上では耕作者は,ネ ギの場合は全収穫量の8分 の5,

その他の場合は24分 の13を取るとい うことになる。

　これはSA自 身から得た情報である。なお,村居住者のなかで唯一の大卒者であ り,

比較的広い視野から客観的な話 しのできる彼によるならば,HAポ ンプ計画を除いて,

マフムーダブおよび南隣 りのJ村 では,こ のような取 り決めが一般的であるという。

しかし,先 にも記 したように,マ フムーダブにおいても,取 り分を給水者 と耕作者 と

の間で折半するHA方 式を行なっているポンプ所有者もいる。さらに,ナ イルの対岸

にある耕地で,HAと 同様の取 り決めを しているところもあるとい う話も聞いた。 こ

の点を確かめるためには,近 隣村落からさらに情報を入手する必要がある。

　ここで紹介 した収穫物の分配をめ ぐる取 り決めに関しては,皿 一3-dの ところに掲

載 した図6に まとめてあるので,参 照 していただきたい。図に従いながら改めて整理

するならば,ジ ャリフ地,ハ ラー地,一 部のカルー地では,こ こでい う収穫物分配の

取 り決めはみられず,耕 作者は全収穫物(図6で は数字の1で 表わす)を 得る。一方,

給水者と耕作者が異な りうるジャジーラ地およびカルー地では,収 穫物分配の取 り決

めがみられる。カルー地の場合,給 水者兼土地(国 有地)の 登録者であるAHと,

耕作者であ り用益権所有者でもある人物 との間で収穫は折半(2分 の1ず つ)さ れる。

　それにたいし,ジ ャジーラ地では,HAの 場合とSAの 場合とで少h異 なった取 り

決めが,耕 作者との間で結ばれている。HAの 場合,収 穫は折半されるが,耕 作者 と

土地所有者が異なった人物の場合にはカ リジュ(土 地所有者の取 り分,8分 の1)が

必要 とされる。SAに 関 しては,作 物がネギかそれ以外かで区別 される。なお,　SA

の場合,図6で はカリジュが取 られる場合のみを記 したが,も ちろん土地所有者=耕

作者の時には,カ リジュ分 も耕作者のものとなり,彼 はネギの場合は収穫物の4分 の

3,そ れ以外の作物の場合には3分 の2を 自分の取 り分とすることができる。

3.　 ポ ンプ設置をめ ぐる協力 と対立

　以上,資 金力のある人物がポンプを設置 し,自 分の畑のみならずそれに隣接する農

地にも農業用水を提供し,そこで収穫物を分配する取 り決めを結ぶ例を紹介 してきた。
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しか し,す で に ふ れ た よ うに,近 年 で は 自分(た ち)の 畑 に給 水 す るた め に,自 分(た

ち)で 小型 ポ ン プを設 置 す る場 合 もみ られ る よ うに な って き た。 こ こ では,資 金 力 の

必 要 な ポ ン プの設 置 とそ の 運 営 を め ぐって生 じて きた,い くつ か の相 互 協 力 も し くは

対 立 関係 の具 体 例 を 紹 介 した い 。

　 1986年 に お い て,HA所 有 の ポ ンプが 設 置 され て い る場 所 か ら下 流 に 向 か って200

メ ー トル ほ どの ナ イ ル川 の岸 辺 に 沿 って,マ フム ー ダブ の村 人 が所 有 す る3つ の ポ ン

プが,そ れ ぞ れ 数 十 メ ー トル の 間 隔 を お い て設 置 され て い た 。 上 流 か ら,IArの 所 有

す る物(仮 に ポ ンプ① と してお く),AwHとArSと が共 同 で所 有 す る物(同 じ く②),

お よびMSが 所 有 す る物(同 じ く③)で あ った 。

　 これ らの うち,② に 関 し て共 同 所 有 者 の ひ と り,ArSの 語 る と こ ろ で は,彼 は

AwHと 資 金 を折 半 して ポ ンプを 設 置 した。 両 者 は それ ぞれ,ジ ャジ ー ラ地 に4フ ェ

ッ ダ ー ンの私 有 の畑 を も って お り,お 互 い の農 作 業 の必 要 に応 じて調 整 しな が ら,②

の ポ ン プで給 水 を して い る。 デ ィーゼ ル ・オ イ ル代 は そ の時 ポ ンプを 使 用 して 畑 に給

水 して い る者 が もつ 。 そ の 他 の 維 持 費,す なわ ち ポ ンプ修 理 や 延 長 用 の パ イ プ,機 械

油 代 な どは両 者 で 折 半 して い る。 もち ろ ん,両 者 間 に収 穫 物 分 配 の取 り決 め な どは な

く,お 互 い が そ れ ぞ れ の や り方 で耕 作 し,自 分 自身 の 収穫 物 をす べ て手 に入 れ て い る。

　 一 方,MS所 有 の ポ ンプ(③)に は,89年 に訪 れ た とき に変 化 が 起 きて い た。 これ

は元 来,ジ ャジ ー ラ地 に10フ ェ ッダ ー ンの土 地 を所 有 して い るMSが 自己 資 金 で設 置

した もの で あ る。 そ して,MSの 畑 周 辺 に それ ぞれ1～3フ ェ ッダ ー ンの 土 地 を所 有

して い る何 人 か の 村 人 が,そ こか ら給 水 して も ら っ て いた 。 しか し,あ るイ ン フ ォ ー

マ ン トに よれ ば,私 の 第1回 目の調 査 の後 に,MSか ら給 水 を 受 け て い たHMHmと

BAGと の 間 で争 い が 起 きた(争 い の 理 由に つ い て,イ ンフ ォー マ ン トは,知 らな い

とい って 語 ろ う とは しな か った)。 そ の 結 果,HMHmが 自分 と同 じ 「親 族 」 集 団

(Bdア ブ と呼 ばれ て い る)に 属 す.　 ..よ びIAHmと 共 に 新 た な ポ ンプ(⑤)を 設

置 した 。 そ れ に た い して,BAGも,「 それ な ら俺 は10本 ポ ンプを 設 置 して や る」 とい

っ て独 立 し,自 分 の ポ ン プ(④)を ⑤ と③ との間 に備 え付 け た のだ とい う。

　 89年 時 点 で,BAGは 自分 の4フ ェ ッダ ー ンの畑 を,自 分 の ポ ン プで給 水 して い た 。

そ れ に た い し,Bdア ブの3人 は ひ とつ の ポ ンプ を使 い,調 整 して そ れ ぞ れ の畑 に給

水 して いた 。 な お,後 者 の 場 合,ポ ン プ新 設 に要 した 資 金 は,3フ ェ ッダ ー ンの 農地

を も って い るAABが2分 の1を,2フ ェ ッダ ー ンのHMHmと1フ ェ ッダ ー ンの

IAHmが それ ぞ れ4分 の1ず つ 出 した とい う。 な お,彼 ら の系 譜 関 係 は 図9に 示 し

て お いた26)0
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　 このBdア ブの例から分かるように,近 し

い親族関係にある者同士がポンプを共有 し,

調整 してそれぞれの畑に給水することも稀で

はない。そのような協力関係は,彼 らが近 し

い親族的なつなが りをもっているから,自 然

に生まれてくるものであると考えることも可

能であろ う。しかし,い わゆる 「分節 リネー

ジ論」がタテマエとして説 くのとは裏腹に,

近 しい親族同士が 「常に」協力 しあうとは限

らない27)0む しろ,近 しい親族関係にある人

人は,数 世代上に共通の先祖をもち,そ の人物の所有していた土地を分割 して相続 し

てきたため,結 果的に隣接 した畑を所有することとな り,し たがって共同のポンプか

ら給水するのが便利であるという 「実践上の」理由も考慮すべ きであろう。

4.共 同作業 と前借 り関係

農業をめぐる社会関係 として,共 同作業と前借 り関係にもふれておきたい。

マ フ ム ー ダ ブで は,村 民 間 の 無 償 の 共 同作 業 は,ナ フ ィ ール(nafir)と 呼 ぼ れ て

いる。私が観察することのできた事例は,HAポ ンプ計画にかかわるものであった。

す で に 記 した よ うに,ジ ャ ジ ー ラの 高 台 に 設 置 して あ るHA計 画 の ポ ンプ小 屋 は,

そ こか ら ジ ャ リフ地 に 作 られ た 水 路(danab)に まで パ イ プを下 ろ し,そ れ を 通 して

ナイルの水を汲み上げることになっている。 しかし問題は,毎 年ナイルの増水期にジ

ヤ リフ地 が 水 没 す る こ とで あ る。 つ ま り,減 水 期 に入 って再 びHA計 画 の ポ ン プを

26)系 譜か ら分か るよ うに,HMHmとIAHmと は父方 のイ トコ同士 である。つ ま り,彼 らは

　 Hmと い う祖父 を共有 し,そ れぞれ の父MとAと は兄弟同士 であ る。イ スラーム法では息

　 子 同士 は父 の財産 を均等相続す るはず なのに,一 方 が2フ ェッダー ン他方 が1フ ェ ッダー ン

　 と所有地面積 に違 いがあ るのはなぜ か,と 私 が尋 ねた ところ,あ るイ ンフォーマ ン トは,次

　 の ように説 明 した。Hmに はMとAの ほか にBと い う息子 がいたが,　Bは 子供を もたずに

　 死亡 した。Bは 亡 くな るまえに遺言 を残 し,自 分 の土地は兄弟のMに 与え ると記 した。そ

　 の当時,Mは 村 にいたが,そ の兄弟Aは オ ン ドルマー ン市 で働 いてお り,村 を離れていた

　 ためであ る。その結果,Mの 息子 のHMHmとAの 息子のIAHmと の間に所 有地 の開 きが

　 できたのだ とい う。
27)D.ア イケルマ ンは,E.ピ ーターズに よ りなが ら,分 節 リネージ ・モデルの弱点を4つ 列

　 挙 して いる。そ のひ とつ として,彼 は 「集 団同士 が連合 しあ うときで も,そ れ は分節 リネー

　 ジ理論の適用か ら予期 され る ような組み合わせ で実現 され るのでは ない」 こ とを指摘 してい

　 る。ち なみに後の3つ は,分 節的集団 において経済資源が不均等 に分配 され ていることの無

　 視,政 治的資源 も不均等 に分配 され ているこ との無視,お よび,女 性を通 した親族関係 の無

　 視,で あ る 【アイケルマ ン　1988:120-1211。
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動かすためには,土 砂で埋まったダナブ水路を新たに掘削しなければならない。この

掘 り起こし作業用にナフィールが招集され,村 人が動員されるのである。

　 1986年 における水路掘 りのナフィールは,10月19日 から数 日にわたって行なわれた。

私が直接観察できたのは,初 日である19日の午前中であった。20人程が集 まり,上 半

身裸にな り,手をスコップ代わ りにして土砂をす くって掘 り下げる。そ うか と思 うと,

ダナブ水路のなかに枯れ枝を束ねたものを置 き,そ れを シ3ベ ル代わ りにして,土 砂

を川のほ うに押 し出そ うとする。そのや り方は,ま ず枯れ枝の束の上に2人 の村人が

重 し代わ りに乗る。その束o'は2本 の卩一プがつけられてお り,水 路の両岸に並んだ

数人の村人がその端をもっている。彼 らは掛け声 とともに一斉にロープを引き,ナ イ

ルの方に進む。それに引っ張 られ,2人 の体重のかかった枯れ枝の束もナイルの方に

向かい,土 砂をす くいながら押 し出す とい うものである(写 真5)。 いずれにせよ能

率はきわめて悪 く,実 際 ダナブ水路が利用できるようになるまで,数 日間この作業が

続けられたとい う。しか し,こ の作業は,先 にふれた収穫物分配の取 り決めや,後 に

ふれる賃雇いベースの農業労働者 との関係とは異な り,金 銭がまった く介入 してこな

い,村 人の 「無償の」共同作業であるところが,意 識的に強調されている。もっとも,

HA計 画の総責任者であり,ポ ンプの所有者でもあるAHは,ナ フィールに参加 して

くれた者たちのため,羊 を屠 り,昼 食を用意することになっていた。

　89年 の場合には少々事情が異なった。四十数年ぶ りという前年の大増水とは うって

かわ り,こ の年のナイルの水量はなかなか増えなかった。ダナブ掘 り起こし作業も後

写真5　 ナフ ィールに よるダナ ブ水路の堀 りおこ し
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へ後へと延期され,つ いに11月 に入ってしまった。AHは 最終的に,対 岸のゼイダブ

村の大規模農場にあるクレーンを借 りてきてダナブ掘 りを しようと決心したが,同 年

6月 のクーデター以来,政 情が不安定でゼネ ・ス トの噂 も流れ,な かなか実行にまで

至らなかった。そこで,AHは11月29日 の朝に村の有力者を自分の屋敷地に呼び集め,

翌30日 の午前にナフィールを開始 し,ダ ナブ水路の堀 り起 しをする旨を告げた。

　 しかしながら,86年 の場合よりも1か 月半も遅れているため,い かにスーダンとは

いえ気温は下が り風は冷たく,身体が水につかる作業はきわめてつらいものであった。

その上,前 日に上マフムーダブに住む老婆が亡 くな り,多 くの村人がそちらの葬儀に

出ていたため,昼 ごろになってもナフィールに来たのは5～6人 であった。彼らはお

ざな りにダナブ水路の堀 り起し作業を行なったが,そ うそうに引きあげた。12月1日

はイスラームの休日である金曜日であ り,2日 は土曜 日でダマル市で週市が開かれる

日にあた り,マ フムーダブの住民の多 くは町に出かけた。そ こで,3日 の 日曜 日の朝

に再度招集をかけたが,や は り人は集 まらず,結 局 この年のナフィールは中止になっ

た。最終的には,12月 末に,ゼ イダブの大規模農場からクレーンを借 り,ダ ナブ水路

の掘 り起こし作業をする次第となった。

　ナフィールと同 じく金銭が介入しない関係として,前 貸 しの慣行 もある。私の観察

できた例は,AHの 家に村内の 「親族」集団,　Srア ブの若者たちが来て,小 麦の種

籾を3袋 借 りてい った ことである。 これは両者間の信頼関係にもとつ く前貸 し

(sulfa)で あ り,　Srア ブからは収穫後,同 量の種籾がAHの ところに返却 されるとい

う。この場合,AHは 種籾を金銭で売却 したのではなく,ま た返 してもらう際にも「利

子分」を取らない。まった くの善意にもとつく無償の貸借関係とされている。

5.農 業組 合

　マフムーダブにこは,農 民組合(lttihad　 al-muzari°in)がある。 この組織は,ナ イル

県の農民組合の一支部 として1979年 に設立された。86年 において組合員数は486名,

年会費は65シ リング(100シ リングが1ポ ンド)で あった。

　主な活動は,灌 漑用ポンプのディーゼル ・オイル,肥 料,農 薬などの共同購入 と組

合価格での販売,北 隣 りのH村 にある農業試験所か ら実験用の種子をわけてもらい

それを村民に配給すること,農 繁期前に農薬や虫害などの農作業に関する基本的な知

識を農民に普及するため講演会や映画会を開催すること,な どである。 しか し,86年

に一部の村人がもらすところでは,肥 料の市場価格は1袋40ポ ンドであ り,組 合価格

は38ポ ンドとたいした差はなく,そ こで手続きが面倒な組合を通す購入 よりも,市 場
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で買 うことが多い とのことであった。

　組合の役員は12名 で,組 合長はHAポ ンプ計画の総責任者AH,書 記長はShBで

ある。4年 ごとに役員の一部 または全員の選挙が定められているが,86年 時点まで,

役員の入れ替えはなかったとい う。

6.村 外か らの農業労働者

　 マ フム ー ダ ブ の農 作 業 は,農 地 を 私 有 した り,借 地 耕 作 権 を もっ て い る村 人 や 周 辺

村 落 の住 民 のみ に よって 行 な わ れ て い るの で は な い。 これ ま で に もた びた びふ れ て き

た よ うに,農 作 業 の重 要 な い くつ か の 側 面 に お い て,賃 金 支 払 い を ベ ー ス にこした 遠 来

の農 業 労 働 老 が 重 要 な役 割 を 果 た して い るの で あ る。 今 日の マ フ ム ー ダブ で働 い て い

る村 外 か らの農 業 労 働 者 に は,大 き く分 け て2つ の グル ー プが あ る。 タ ー マ と呼 ぼ れ

る人hと,ア ラブ系 お よび ベ ジ ャ系 の 遊 牧 民 で あ る。

　 タ ーマ(tama)と は,ス ー ダ ン西部 か ら農 繁 期 に だけ 出稼 ぎに 来 る人hで あ る28)0

ダ ー ル ・フ ール 地 域 出 身 者 が 多 い が,私 が 出 会 った な か に は ス ー ダ ン中央 部 の ジ ャ

ジ ー ラ地 方 か ら来 た者 た ち も いた 。 彼 らは,特 定 の 村 と恒 常 的 な 関 係 を結 び,定 期 的

に 出稼 ぎに来 る とい う よ り,北 ス ー ダ ン地 域 を 広 範 に 歩 き,仕 事 を 見 つ け た村 で それ

を 終 え る まで 滞在 す る。

　 一 方,遊 牧 民(ruhhal)に は,ア ラ ビア語 を 話 す ア ラ ブ人 と ク シ語 系 の ベ ジ ャ語 を

話 す ベ ジ ャ人 とが い る。 それ らは また,部 族 単 位 で 下 位 区 分 化 され て お り,マ フム ー

ダ ブ周 辺 で は,前 者 と して は アバ ー ン ダ(°Abanda),マ ナ ー シ ー ン(Manasin)な

ど,後 者 と して は ハ デ ン ドワ(Hadendowa),ビ シ ャー リー ン(Bisharin)な どが知

られ て い る。彼 らは,一 般 に雨 季 直 前 の4～5月 ご ろに ハ ラ ー(沙 漠)に 家畜 と一 緒

に 出か け29),10月 ごろ に ナ イ ル沿 岸 に戻 って きて,村 の 周辺 に キ ャ ン プを は る。 それ

は ち ょ うど村 で は 冬季 の農 業 活 動 が始 ま る時 期 と も重 な り,そ の 意 味 で 労 働 力 の需 要

と供 給 とが 一 致 す るの で あ る。 な お,こ の よ うな遊 牧 民 の 農 業 労 働 者 化 は,特 に80年

28)か つ て,現 在 のダール ・フール県 の一部に,ダ ール ・ターマーす なわ ち 「ターマー人の く

　 に」 と呼ぼれ る地方があ り,今 日でも 「ターマー」 とい うナイル ・サハ ラ語族東 ス ーダン語

　 系に属す る言語を話すエス ニック ・グループがある 【TULLY　1988:16】。西 スーダンか らの出

　 稼 ぎ労働者 を指す 「ターマ」 とい う語彙 は,こ の 「ターマー人」 と関係があるのか もしれな

　 い。

29)そ の際に,村 人 との間 で個 人ベ ースで ラアイ(raci)と 呼ばれ る,家 畜飼育委託 の 口頭契

　 約を結 ぶこ ともある。 それ を結 んだ遊牧民 は,村 人の所有す る家畜 を預 か り雨季 の草原で飼

　 育 し,妊 娠 した状態 で返す のである。 その手数料 として,86年 では,村 人は最初に牛を渡す

　 とき と返却 して もらうときにそれぞれ5ポ ン ドを渡 し,預 か って もらってい る間1か 月 ごと

　 に5ポ ン ドを渡す慣習にな っていた。羊の場 合はそれ ぞれ1ポ ン ドであった。
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代か ら深刻さを増 したいわゆる沙漠化現象によって,そ れまで以上に進んだと村人は

語っている。

　 ターマにせよ遊牧民にせよ,こ れ らの人々はさまざまな場面で,賃 金労働者として

マフムーダブで働いている。すでに皿一3-dで,マ タラ耕地に新たな井戸を掘るとき

に彼らを雇 う例についてはふれた。また,ヘ ンナ収穫の際の彼らの仕事についても,

皿一5-bで 紹介した。

　なお,ヘ ンナ収穫時の手間賃に関 して,86年 には1袋 あた り8ポ ンドであったが,

89年においては,鎌 を使 った場合は25～35ポ ンド,ヘ ンナが成長 して手斧を使わなけ

ればならない場合には,40ポ ンドほどに上昇 したといわれた。残念ながら,89年 にお

けるヘンナの市場価格は聞き落 したが,86年 には手間賃が市場価格の10分 の1弱 であ

ったことは,す でに記 したとお りである。また,遠 隔地から単身で出稼 ぎに来ている

ターマ労働者に関しては,ヘ ンナ収穫の際に,1袋 あた り25ポン ドの手間賃を払い,

その他に仕事を始める段階で労働の期間や人数にかかわらず30ポ ン ドほどを食事代 と

して渡すや り方,も しくは金銭のかわ りに食事を現物で提供するや り方 もあるという。

このような食事代 もしくは食事そのものをアワーイ ド(Cawaid)と 呼ぶ。

　ナツメヤシの葉柄の刈 り取 り作業も彼らの仕事となることが多い。ナツメヤシの葉

柄(jand)は,家 屋の屋根用建材などに利用 され,市 場での販売も可能なものであ

る。86年 に遊牧民を雇って,自 分の父親の所有 しているナツメヤシ木の葉柄落 とし作

業をさせていたKhAの 話によれぽ,彼 らの仕事は,10メ ー トル以上の高さになるナ

ツメヤシの幹に登 り,最 高部のものを除いてそれよりも下の葉柄を切 り落 とし,そ れ

を100本 ずつに束ね数 日間 日光にあて乾燥させるというものである。彼らはこれらの

作茉を4日 間で行ない,合 計2,350本 の葉柄をxた 。KhAの 父親との契約で,雇 われ

た遊牧民は,賃 金のかわ りに切 り取った葉柄の半分を手間賃 として入手 した。しかし,

彼らは,自分たちの取 り分を雇い主であるKhAの 父に売 り,現金を手に したという。

ちなみに,当 時のナツメヤシの葉柄100本 の市場価格は,20ポ ン ドであった。 したが

って,遊 牧民たちは,お よそ235ポ ンドの現金収入があったことになる。

　なお,村 民のなかにも賃労働に従事 している人々がいるとのことであった。しか し,

残念ながら,彼 らに関する具体的な情報を得られなかった。だが,一 般に,村 外から

の労働者 と比較すれぽ,村 人の労賃は割がよく,外 来労働者のおよそ1.5～2倍 であ

るといわれていた。
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V.総 括 と今後 の課題

　小稿では,北 スーダンの一村落での調査にもとづき,ナ イル川および掘 り抜き井戸

に依存する灌漑農耕と土地利用のあ り方,そ れと密接に関連 した村民の社会的諸関係

のい くつかの側面を具体的に紹介 した。その過程で,商 品作物を売却 して得た現金収

入や農業労働者の賃金など,農 業経済の面で興味深いい くつかの数字にもふれた。そ

の結果,特 に明らかになったのは次のような点である。

　 まず,灌 漑方式の相違にもとつ く土地利用のい くつかの形態が,こ の村に見られる

ことである。農地に関しても,ナ イルに近いほ うから,灌 漑に頼 らないジャリフ地,

かつては水車,今 日ではポンプによってナイルから給水す るジャジーラ地,ポ ンプ導

入により農地になったカルー地と続いている。これらは,図6で 示 した ように1給 水

方式と所有形態の相違の独自の組み合わせにもとついて区分されているものである。

また,近 年では,内 陸の沙漠地帯,ハ ラー地 も掘 り抜 き井戸によって一部農地に転 じ

ることが可能になった。

　 これ らの諸形態が成立する条件として,今 世紀中葉(ス ーダン全国 レベルでは今世

紀前半)に おけるディー・ゼル ・ポンプの導入が決定的に重要である。この新技術によ

って,従 来の畜力に頼る灌水装置(サ ーキヤ)で は耕地にすることができなかった土

地の利用が可能にな り,農 地面積もいっきょに2倍 近 くに増加 し,村 の農業生産力は

飛躍的に増大 したのである。さらに農地の拡大は,近 年のハラー地の利用開始によっ

ていっそ う進展 した。これも,デ ィーゼル ・ポンプなしには,と うてい不可能なこと

である。

　そのような新技術による灌漑可能地域の拡大は,そ の導入がかな りの資金を必要 と

するため,こ の村の農作業をめぐる社会関係に新たな一面を付け加えた。それ以前に

も,農 作業を実行する場合に不可欠な水 ・土地 ・労働力の3つ の 「資源」の提供のあ

り方にもとつ く農業収穫物分配の取 り決めがあったかもしれない。 しかし,ポ ンプの

導入は,マ フムーダブに,経 済的 ・社会的資力をもつ給水者と,そ れをもたない耕作

者との間に特異な関係を築 きあげた。すなわち,小 稿でい う「収穫物分配の取 り決め」

である。 このことは,特 にHA計 画によって耕地 となったカルー地で顕著であるが,

多 くのジャジーラ地の耕地でも見出す ことができる。ここから,こ の村における 「階

級分化」の問題 も考えることができるか もしれない。

　また,こ の村の農業活動が,村 落内部で自足 していないことも指摘すべきであろう。
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HA計 画設立時の資金源をはじめ,こ の村の主要産物がヘンナやネギといった商品作

物であること,外 部からの労働力に依存 している部分が少な くないことなどが,こ の

点で重要な意味をもつ。さらに,こ こでは論 じることができなかったが,湾 岸諸国を

は じめとする産油国への出稼ぎと,そ の結果としてのスーダンではとうてい得られな

い規模の資金の導入が,ポ ンプ設置や トラクターの購入資金に使われる場合にも注意

する必要があるだろう。

　 また,86年 と89年 とを比べると,労 賃などが格段値上が りしていることが分かる。

井戸掘 りの労賃が6.6倍,ヘ ンナの収穫の労賃が3～5倍,ト ラクターの賃貸料が2

倍になっていた。 これは,本 文でふれたような遊牧民の労働力不足 という要因もある

だろ うが,基本的にはスーダン国内のインフレの激 しさを物語っているものでもある。

　なお,今 後に残された課題も多い。たとえぽ小稿では,収 穫物分配に関 して,村 人

たち 「語 った」取 り決めのあ り方を紹介した。では,実 際に分配する場合すなわち 「行

動」の側面でも,彼 らが語ったとお りに,ま った く問題な く分配されるのであろ うか。

個々の場合には,形 式的な取 り決めの 「実態に合致 した修正 ・変更」や意見の対立 ・

争いなどがないのであろうか。これらは,い くつかの個別的事例を集めなければ,明

確に判断できない問題である。同 じことは,相 続の問題を含めた土地所有のあ り方,

村外か らの労働者 との関係,農 民組合の運営,な どにも言 うことができる。今後の課

題のひとつ として,個 別事例のいっそ うの収集があげられる。

　また,こ こでは,ナ イル灌漑農耕の例を紹介したわけではあるが,北 部スーダンに

住むアラブ系ムスリムが行なっている農業活動は,灌 漑農耕に限定されてはいない。

たとえぽ,北 東部のカッサラ県などでは,雨 季に依存する天水農耕や氾濫原農耕が大

規模な形で実施されてお り,同 地域はスーダン全体に渡る小麦や ソルガムなどの主要

穀物の重要な供給地になっている。短期的ではあるが,88年 に私はカッサラ地区の天

水農耕,お よびガッシュ川の氾濫原農耕の予備的調査を実施することができた。その

結果として,当 然のことではあるが,土 地利用の諸形態などがかな り異なることが判

明した。また4月 ごろから11月 ごろにかけて集中的に農耕を行ない,そ の他の期間は

別な仕事に従事する同地域の住民は,ナ イル沿岸の村民とは相違 した社会関係を保 っ

ていることも分かった。このように,北 スーダンにおけるナイル灌漑地域 と天水 ・氾

濫原地域との農業活動ならびに社会構造の比較も,興 味深い今後の課題である。

　最後に,用 語法の問題にふれておきたい。私はここで 「農業収穫物の分配に関する
　 　 ノ

取 り決 め 」 とい う用 語 を用 い て きた。 これ は,農 村 社 会 学 や 社会 経 済史 学 な どで 「分

益 小 作 制sharecropping」 と呼 ば れ て きた 制 度 と類似 して い る と思わ れ る。 しか し,
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ここでは意識的にこの術語の使用を避けてきた。それは次のような理由からである。

　地理学の立場か ら西アジアの農村を調査 ・研究 している大野盛雄氏は,イ ランの農

村社会にみられる土地所有者 としてのマーレキと,他 人の土地を耕作 して地代を納め

るザーレ　　 これは定額地代を納めるエジャーレコナンデと分益地代を納めるライー

ヤットの二範疇に細分化される　　 との関係を,単 純に地主一小作関係と置き換える

ことに慎重な姿勢を とっている 【大野　 1971:43-681。 それは,ペ ルシャ語で表現され

たこの2つ の階級 もしくは階層が,日 本の農村にみられた地主 ・小作農とは,い くつ

かの点できわめて異なった存在だからである。たとえば,日 本の小作といえば経営単

位 としての 「家族」を指すことが多いが,ザ ーレは耕作権を与えられている 「個人」

のみを指す。また,日 本の地主は 「在村」であることが本来的と考えられているのに,

マーレキは 「都市」に住む 「商人」が大半である。本質的に支配 ・従属関係にある日

本の地主 と小作 とは,そ れでも一種の 「共同体的」な保護 ・被保護の人間的つなが り

によってその関係が正当化されてきたが,そ れにたいして 「マーレキとライーヤ ット

相互が抱 く不信感は,日 本の地主,小 作間にはとうていみ られないものである」【大

野1971:58】 という。

　大野氏 と同様に,筆 者自身もここで紹介したような北スーダンの農業をめぐる社会

的関係を,無 反省に 「地主 ・小作」の用語で記述することにためらいを感 じ,そ のた

めこれまでに 「分益小作」の用語の使用を避けてきたのである。もちろん,大 野氏の

紹介するイランの事例とは異な り,マ フムーダブにおける 「土地提供者」(ジ ャジー

ラ地の農地所有者や国有地の登録者)は,基 本的には 「在村」である。しかし,彼 ら

ならびにカルー地での耕作権所有者は,原 則的に 「家族」とい うより 「個人」単位で

その権利を有 している点でイランに似ている。また,た とえば,HA計 画の総責任者

であるAHは,確 かにマフムーダブ村全体の 「保護者」のような立場にあ り,彼 と

彼から水や耕作権を与えられている人hと の関係が,イ ランのような強い 「不信感」

に彩られているとは思えない。だからといって,彼 が村人すべてを 「人格的」に支配

しているとい うわけでもない。 また,日 本の 厂地主」制では,名 称からも分かるよう

30)土 地,水,労 働力の3要 素が重要であ る北 スーダンの事例 とは異な り,イ ラ ンでは これ ら

　 の他に 「種 子」 と 「畜力」 とが加わ り,合 計5つ の要素の提供の あ り方に よって,収 穫物 の

　 分配が決定 され る とい う 【大野　1971:51-56]。
31)　 さらに,北 ス ーダンでは,イ ランの よ うに マー レキやザ ー レ,ラ イーヤ ッ トなどの,現 地

　 の言葉 に よる「階級」も しくは 「階層 」概念 の 明確 な表現 は ない。耕 作者 は一般 にmuzari°in

　 (農業 をす る人)で あ り,土 地 やポ ンプの所有者は,文 字 どお りsahib　al-ard(土 地所有者)

　 やsahib　 al-babur(ポ ンプ所有者)と い った きわめて散文 的で説 明的な用語 で語 られ るのみ

　 であ る。 また,エ ジ プ トで よ く使わ れ る,「農民」を指 す と同時にあ る種 の 「階層」概念 で

　 もあるfallahinの 語はほ とん ど使われ ない。
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に 「土地」の所有権が最重要である。 しか し,ス ーダンでは,農 業用水を提供する人

物いわば 「水主」が,「地主」に勝 るとも劣らずに重要である。 この点も日本の農村

の 「小作関係」のイメージとは大きく異なるところである30)a

　以上の理由から,こ こでは 「収穫物の分配に関する取 り決め」といった少々冗漫で

説明的な用語を用いてきたのである31)0それは,「 小作制」 という日本語が喚起する

ある種の既成イメージか らはなるべ く距離を とり,北 スーダンの一村落の事例報告に

徹しようという小稿の意図に沿ったものである。

　だからといって,私 は 「分益小作」 とい う用語でマフムーダブの 「取 り決め」を説

明する可能性を否定 しているわけではない。む しろ,通 文化的な比較の場合には,こ

の事例 も 「分益小作制」の一種 として積極的に議論するべきであると考える。この意

味で,こ こで紹介 した北スーダンの 「分益小作」のあ り方を,中 東 ・西アジア,さ ら

にはそれを越えた地域の事例 と比較 し,そ れらの異同を検討する作業 も今後のきわめ

て重要な課題のひとつ といえるのである。

文 献

 AnmAD, H. A. 
   1975 The Zeidab Estate, 1903-1924. ADAB: Journal of the Faculty of Arts. 2-3: 83-97, 

        Khartoum University.
アイケルマ ン,D,F.

　　1988　 『中東　　人類学的考察』大塚和夫訳,岩 波書店。

DALY, M. W. 
   1986 Empire on the Nile. Cambridge U.P. 

 HAsAN, Y. F. 
   1967 The Arabs and the Sudan. Edinburgh U.P. 

HOLT, P. M. 
 1977(1970) The Mandist State in the Sudan, 1881-1898. Oxford U.P. 

HOLT, P. M. & M. W. DALY 
   1979 The History of the Sudan (3rd  ed.). Weidenfeld & Nicolson.

堀 内正 樹

　 　 1984　 「中 東 民 族 誌 の 展 開 」r社 会 人 類学 年 報 』10:189-203。

　 　 1990　 「家 族 へ の ア ブmチ 　 　 中 東 研 究 の場 か ら」 『比 較 家 族 史 研 究 』5:65-76。

片 倉 も と こ

　 　 1984　 「ア ラ ビ アの マ ニキ ュア 」 『月 刊 み ん ば く』8(1):15-17。

KEESING, R. M. 

   1975 Kin groups and Social Structure. Holt, Rinehart & Winston.

三浦徹

　　1990　 「アラブ ・イス ラム都市 における街 区」佐藤 次高(研 究代表)『 イス ラム都市 社会の

　　　　　形成 と変容に関する比較研 究』(科 研報告書)東 京大学文学部,pp.205-251。

大野盛雄

211



国立民族学博物館研究報告　　16巻1号

　 　 1971『 ペ ル シ ャの 農 村 』 東京 大 学 出版 会 。

大 塚 和 夫

　 　 1983「 フ ァ ッラ ー ヒ ー ン　 　 ナ イ ル川 デ ル タ地 帯 の農 業 」r季 刊 民 族 学 』25:6-15。

　 　 1989「 ナイ ル の 灌 漑 装 置 」 『月刊 み んば く』13(9):12-13。

　 　 1991a厂 北 ス ー ダ ンの カル チ ャ ー教 室 」 『月 刊み んば く』15(3):15-17。

　 　 1991br月 の満 ち欠 け と 日の 出 入 り,そ して ク ォー ツの振 動 」 掛 谷 誠 編 『生 存 の 自然認 識 』

　 　 　 　 　福 武 書 店(in　 press)。

 QASIM,  cAun 
   1985  Qamas al-lahja  al-cammiya fi  al-sadan. al-maktab  al-misri al-hadith.

TRIMINGHAM, J.S. 
   1949 Islam in the Sudan. Frank Cass. 

TULLY, D. 
   1988 Culture and Context in Sudan: the Process of Market Incorporation in Dar Masalit. 

        State University of New York Press. 
WARBURG,  G. 

   1978 Islam, Nationalism and Communism in a Traditional Society: the Case of Sudan. 
        Frank Cass.

212


